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大山町告示第８９号  

 

平成１７年第９回大山町議会定例会を次のとおり招集する  

 

平成１７年１２月  ２日  

                        大山町長  山  口 隆 之 

 

１ 日 時  平成１７年１２月６日 午前１０時  

２ 場 所  大山町役場議場  

 

 

○開会日に応招した議員  

   近 藤 大 介          西 尾 寿 博  

 吉 原 美智恵          遠 藤 幸  子  

   敦 賀 亀 義          森 田 増 範  

 川 島 正 寿          岩 井 美保子  

 秋 田 美喜雄          尾 古 博  文  

 諸 遊 壌 司          足 立 敏  雄  

 小 原 力 三          岡 田   聰  

 二 宮 淳 一                椎 木   学  

 野 口 俊 明                 沢 田 正  己     

 荒 松 廣 志                 西 山 富三郎     

 鹿 島   功  

 

○応招しなかった議員  

         なし     
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第 ９ 回 大  山 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日）  

平成１７年１２月６日（火曜日）        

 

議事日程 

                                平成１７年１２月６日 午前１０時開会  

日程第 １ 会議録署名議員の指名について  

日程第２ 会期の決定について   

日程第 ３ 諸 般 の 報 告  

日程第  ４   議案第 110 号 平成 16 年度中山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  ５   議案第 111 号 平成 16 年度中山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について  

日程第  ６   議案第 112 号 平成 16 年度中山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  ７   議案第 113 号 平成 16 年度中山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  ８   議案第 114 号   平成 16 年度中山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  ９   議案第 115 号   平成 16 年度中山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  10  議案第 116 号   平成 16 年度中山町在宅支援特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  11  議案第 117 号   平成 16 年度中山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  12  議案第 118 号   平成 16 年度中山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第  13  議案第 119 号   平成 16 年度中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい  

           て  

日程第  14  議案第 120 号   平成 16 年度上中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて  

日程第  15  議案第 121 号 平成 16 年度下中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて  

日程第  16  議案第 122 号 平成 16 年度逢坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい                                     

            て  
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日程第  17  議案第 123 号   平成 16 年度中山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  18  議案第 124 号   平成 16 年度中山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  19  議案第 125 号 平成 16 年度名和町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  20  議案第 126 号   平成 16 年度名和町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について  

日程第  21  議案第 127 号   平成 16 年度名和町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  22  議案第 128 号   平成 16 年度名和町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  23  議案第 129 号   平成 16 年度名和町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  24  議案第 130 号   平成 16 年度名和町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  25  議案第 131 号   平成 16 年度名和町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  26  議案第 132 号   平成 16 年度名和町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  27  議案第 133 号   平成 16 年度名和町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第  28  議案第 134 号   平成 16 年度名和町分譲宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  29  議案第 135 号   平成 16 年度名和町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  30  議案第 136 号   平成 16 年度名和町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  31  議案第 137 号   平成 16 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

（旧町分）  

日程第  32  議案第 138 号   平成 16 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（旧町分）  

日程第  33  議案第 139 号   平成 16 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資

金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第  34  議案第 140 号 平成 16 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について（旧町分）  
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日程第  35  議案第 141 号 平成 16 年度大山町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

歳入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第  36  議案第 142 号 平成 16 年度大山町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第  37  議案第 143 号 平成 16 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（旧町分）  

日程第  38  議案第 144 号 平成 16 年度大山町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入

歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第  39  議案第 145 号 平成 16 年度大山町介護保険特別会計（介護サービス事業勘

定）歳入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第  40  議案第 146 号 平成 16 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について（旧町分）  

日程第  41  議案第 147 号 平成 16 年度大山町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について（旧町分）  

日程第  42  議案第 148 号 平成 16 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について（旧町分）  

日程第  43  議案第 149 号 平成 16 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  44  議案第 150 号 平成 16 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  45  議案第 151 号 平成 16 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  46  議案第 152 号 平成 16 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について  

日程第  47  議案第 153 号 平成 16 年度大山町開拓専用水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  48  議案第 154 号 平成 16 年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  49  議案第 155 号 平成 16 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資

金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  50  議案第 156 号 平成 16 年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  51  議案第 157 号 平成 16 年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決

算の認定について  

日程第  52  議案第 158 号 平成 16 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  
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日程第  53  議案第 159 号 平成 16 年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  54  議案第 160 号 平成 16 年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  55  議案第 161 号 平成 16 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  56  議案第 162 号 平成 16 年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第  57  議案第 163 号 平成 16 年度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  58  議案第 164 号 平成 16 年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定に

つ いて  

日程第  59  議案第 165 号 平成 16 年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  60  議案第 166 号 平成 16 年度大山町中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第  61  議案第 167 号 平成 16 年度大山町上中山財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  62  議案第 168 号 平成 16 年度大山町下中山財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  63  議案第 169 号 平成 16 年度大山町逢坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第  64 議案第 170 号   大山町行財政改革審議会条例の制定について  

日程第  65 議案第 171 号   大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

の制定について  

日程第  66 議案第 172 号   大山町個人情報保護条例の一部を改正する条例について  

日程第  67 議案第 173 号   大山町町有地等における放置自動車の措置に関する条例の

制定について  

日程第  68 議案第 174 号   大山町営土地改良事業の施行について  

日程第  69 議案第 175 号   大山町庄内地区集会所条例を廃止する条例について  

日程第  70 議案第 176 号   平成 17 年度大山町一般会計補正予算（第 5 号）  

日程第  71 議案第 177 号 平成 17 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算  

（第 1 号）  

日程第  72  議案第 178 号 平成 17 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第  73 議案第 179 号 平成 17 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算  
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（第 2 号）  

日程第  74 議案第 180 号 平成 17 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 1 号）  

日程第  75 議案第 181 号 平成 17 年度大山町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）  

日程第  76 議案第 182 号 平成 17 年度大山町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第  77 議案第 183 号 平成 17 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算  

（第 3 号）  

日程第  78 議案第 184 号 平成 17 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算  

（第 3 号）  

日程第  79 議案第 185 号 平成 17 年度大山町風力発電事業特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第  80 議案第 186 号 平成 17 年度大山町温泉事業特別会計補正予算（第 2 号）  

日程第  81 議案第 187 号 平成 17 年度大山町宅地造成事業特別会計補正予算（第 2 号）  

日程第  82 議案第 188 号 平成 17 年度大山町水道事業会計補正予算（第 3 号）  

 

本日の会議に付した事件  

日程第 １ 会議録署名議員の指名について  

日程第２ 会期の決定について   

日程第 ３ 諸 般 の 報 告  

日程第  ４   議案第 110 号 平成 16 年度中山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  ５   議案第 111 号 平成 16 年度中山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について  

日程第  ６   議案第 112 号 平成 16 年度中山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  ７   議案第 113 号 平成 16 年度中山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  ８   議案第 114 号   平成 16 年度中山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  ９   議案第 115 号   平成 16 年度中山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  10  議案第 116 号   平成 16 年度中山町在宅支援特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  11  議案第 117 号   平成 16 年度中山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  12  議案第 118 号   平成 16 年度中山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第  13  議案第 119 号   平成 16 年度中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい                  
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            て  

日程第  14  議案第 120 号   平成 16 年度上中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて  

日程第  15  議案第 121 号 平成 16 年度下中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて  

日程第  16  議案第 122 号 平成 16 年度逢坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい                  

            て  

日程第  17  議案第 123 号   平成 16 年度中山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  18  議案第 124 号   平成 16 年度中山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  19  議案第 125 号 平成 16 年度名和町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  20  議案第 126 号   平成 16 年度名和町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について  

日程第  21  議案第 127 号   平成 16 年度名和町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  22  議案第 128 号   平成 16 年度名和町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  23  議案第 129 号   平成 16 年度名和町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  24  議案第 130 号   平成 16 年度名和町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  25  議案第 131 号   平成 16 年度名和町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  26  議案第 132 号   平成 16 年度名和町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  27  議案第 133 号   平成 16 年度名和町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第  28  議案第 134 号   平成 16 年度名和町分譲宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  29  議案第 135 号   平成 16 年度名和町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  30  議案第 136 号   平成 16 年度名和町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  31  議案第 137 号   平成 16 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について  



 8 

（旧町分）  

日程第  32  議案第 138 号   平成 16 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（旧町分）  

日程第  33  議案第 139 号   平成 16 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資

金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第  34  議案第 140 号 平成 16 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について（旧町分）  

日程第  35  議案第 141 号 平成 16 年度大山町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

歳入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第  36  議案第 142 号 平成 16 年度大山町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第  37  議案第 143 号 平成 16 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（旧町分）  

日程第  38  議案第 144 号 平成 16 年度大山町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入

歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第  39  議案第 145 号 平成 16 年度大山町介護保険特別会計（介護サービス事業勘

定）歳入歳出決算の認定について（旧町分）  

日程第  40  議案第 146 号 平成 16 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について（旧町分）  

日程第  41  議案第 147 号 平成 16 年度大山町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について（旧町分）  

日程第  42  議案第 148 号 平成 16 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について（旧町分）  

日程第  43  議案第 149 号 平成 16 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  44  議案第 150 号 平成 16 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  45  議案第 151 号 平成 16 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  46  議案第 152 号 平成 16 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について  

日程第  47  議案第 153 号 平成 16 年度大山町開拓専用水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  48  議案第 154 号 平成 16 年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  49  議案第 155 号 平成 16 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資
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金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  50  議案第 156 号 平成 16 年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  51  議案第 157 号 平成 16 年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決

算の認定について  

日程第  52  議案第 158 号 平成 16 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  53  議案第 159 号 平成 16 年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  54  議案第 160 号 平成 16 年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  55  議案第 161 号 平成 16 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  56  議案第 162 号 平成 16 年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第  57  議案第 163 号 平成 16 年度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  58  議案第 164 号 平成 16 年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定に

つ いて  

日程第  59  議案第 165 号 平成 16 年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  60  議案第 166 号 平成 16 年度大山町中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第  61  議案第 167 号 平成 16 年度大山町上中山財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  62  議案第 168 号 平成 16 年度大山町下中山財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  63  議案第 169 号 平成 16 年度大山町逢坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について  

日程第  64 議案第 170 号   大山町行財政改革審議会条例の制定について  

日程第  65 議案第 171 号   大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

の制定について  

日程第  66 議案第 172 号   大山町個人情報保護条例の一部を改正する条例について  

日程第  67 議案第 173 号   大山町町有地等における放置自動車の措置に関する条例の

制定について  
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日程第  68 議案第 174 号   大山町営土地改良事業の施行について  

日程第  69 議案第 175 号   大山町庄内地区集会所条例を廃止する条例について  

日程第  70 議案第 176 号   平成 17 年度大山町一般会計補正予算（第 5 号）  

日程第  71 議案第 177 号 平成 17 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算  

（第 1 号）  

日程第  72  議案第 178 号 平成 17 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第  73 議案第 179 号 平成 17 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算  

（第 2 号）  

日程第  74 議案第 180 号 平成 17 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 1 号）  

日程第  75 議案第 181 号 平成 17 年度大山町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）  

日程第  76 議案第 182 号 平成 17 年度大山町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第  77 議案第 183 号 平成 17 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算  

（第 3 号）  

日程第  78 議案第 184 号 平成 17 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算  

（第 3 号）  

日程第  79 議案第 185 号 平成 17 年度大山町風力発電事業特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第  80 議案第 186 号 平成 17 年度大山町温泉事業特別会計補正予算（第 2 号）  

日程第  81 議案第 187 号 平成 17 年度大山町宅地造成事業特別会計補正予算（第 2 号）  

日程第  82 議案第 188 号 平成 17 年度大山町水道事業会計補正予算（第 3 号）  

追加日程第１  地方行政特別委員会の調査結果の報告について                                                                                                       

    

出席議員（２１名）  

１番 近 藤 大 介        ２番 西 尾 寿 博  

３番 吉 原 美智恵        ４番 遠 藤 幸 子  

５番 敦 賀 亀 義        ６番 森 田 増 範  

７番 川 島 正 寿        ８番 岩 井 美保子  

９番 秋 田 美喜雄       １０番 尾 古 博 文  

１１番 諸 遊 壌 司       １２番 足 立 敏 雄  

１３番 小 原 力 三       １４番 岡 田   聰  

１５番 二 宮 淳 一             １６番 椎 木   学  

１７番 野 口 俊 明              １８番 沢 田 正 己     

１９番 荒 松 廣 志              ２０番 西 山 富三郎     

２１番 鹿 島   功  

 

欠席議員（なし）  
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事務局出席職員職氏名  

局長 ……………… 小 谷 正 寿     書記 …………………汐  田 美 穂  

 

説明のため出席した者の職氏名  

町長 …………………山 口 隆 之     助役 …………………田  中 祥 二  

教育長 ………………山 田   晋     代表監査委員  ………椎  木 喜久男  

中山支所長 …………河 崎 博 光     大山支所長 …………田  中   豊  

総務課長 ……………諸 遊 雅 照     人権推進課長  ………近  藤 照 秋   

企画情報課長  ………後 藤   透     住民生活課長  ………福  田 勝 清  

福祉保健課長  ………松 岡 久美子     産業振興課長  ………渡  辺   収  

地域整備課長  ………押 村 彰 文     税務課長  ……………坂  田   修  

学校教育課長  ………高 見 晴 美     社会教育課長  ………麹  谷 昭 久  

観光商工課長  ………福 留 弘 明     水道課長  ……………小  西 正 記  

農業委員会事務局長…高 見 公 治     会計課長  ……………金  平 隆 哉  

 

────────────────・───・────────────────  

午前１０時開会 

○局長（小谷 正寿君）  互礼を行います。一同起立。礼。着席。  

○議長（鹿島  功君）  おはようございます。ただいまより１２月定例議会をおこ

ないます。ただいまから議会を始めます。出席議員は２１人です。定足数に達して

おります。１７年第９回大山町議会定例会を開会いたします。本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。  

────────────────・───・────────────────  

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（鹿島  功君）  日程第１、会議録署名議員の指名をおこないます。本定例

会の署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、１７番野口俊明君、１８番  沢

田正己君を指名いたします。  

────────────────・───・────────────────  

   日程第２ 会期の決定 

○議長（鹿島  功君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。お諮りし

ます、本定例会の会期は、本日から１２月２０日までの１５日間としたいと思いま

す。ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶもの有り〕  
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○議長（鹿島  功君）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から１２月

２０日までの１５日間に決定いたしました。  

────────────────・───・────────────────  

日程第３ 諸般の報告 

○議長（鹿島  功君） 日程第３、諸般の報告を行います。監査委員から、お手元に配

布のとおり、例月出納検査の結果報告がありました。検査資料は事務局にありますので、

閲覧してください。  

本日までに受理した陳情は、お手元に配りました「陳情文書表」のとおり、それ

ぞれ所管の常任委員会に付託しましたので報告します。  

 次に、本定例会に町長から提出された議案は、お手元に配布の提出案件表のとお

りであります。 

次に町長から政務報告の申し出があります。これを許します。町長。  

○町長（山口  隆之君）  それでは平成１７年度１２月定例会における政務の報告

をさせていただきます。  

９月定例会議会以降における各種事務事業の取り組み状況について、その主なも

のをご報告いたします。  

まず、総務課関係でございます。総合防災訓練について、平成１２年１０月６日

に発生した鳥取県西部地震から５年の節目にあたる１０月６日、大山町総合防災訓

練を実施しました。午前９時３０分、震度６強の地震により津波が発生したとの想

定のもと、住民、消防団、赤十字奉仕団及び役場職員約１，１００人が参加し、避

難訓練、消火訓練、炊き出し訓練、津波対策研修をそれぞれ行い、避難ルートの確

認や消火器による初期消火方法の習得を図りました。また、町では災害対策本部を

設置し、災害情報の伝達や避難所の設営手順についての検証をいたしました。本訓

練で判明しました運用面での改善点については、今後地域防災計画等に反映させて

まいりたいと考えています。  

 次に、職員の接遇研修についてであります。研修名を「人を見れば客と思え作戦」

と称し、１０月１６日、２２日、２３日、２９日、３０日、１１月３日の６日間、

大山寺周辺において、職員研修の主要テーマである「接遇」と、大山寺周辺の歴史・

文化・観光スポットなどについての知識の習得をはかるため、職員、嘱託職員を対

象に研修を実施いたしました。述べ６日間で３０３名の職員が、観光客のみなさん

に声かけや道案内等行いましたが、この接遇研修で学びましたことを普段の業務の

中にも生かして参りたいと考えております。  

 次に、企画情報課関係であります。まず、大山振興計画策定について、大山を核

にした新町活性化の行動計画策定に向けた推進会議を設置しました。町内の商工、

観光、宿泊、漁業、農業、林業、まちづくり企画、地産地消を担う団体で構成をし、
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それぞれの分野が有機的に連携した協働のまちづくりを目指します。テーマに沿っ

て協議するための専門部会を設け、３月下旬を目途に行動計画案と振興計画の骨子

の策定に向けた協議、検討を重ねてまいります。  

次に、総合計画策定についてであります。総合的、計画的な行政の運営を図るた

めの基本構想となります総合計画の策定作業に着手いたしました。基本的な方向は、

合併協議会で作成された新町の建設計画「新町まちづくりプラン」に沿ってまいり

ます。素案の検討を完了しました。できれば、年内に審議会の初会合を開催したく

準備を進めているところであります。  

次に、地域情報基盤整備事業についてであります。地域情報基盤整備事業について検

討をお願いしていました検討委員会から報告書の提出をいただきました。光ファイバー

で構築する線路設備の使用権を認める事業者の選定とその事業内容を検討した結果、事

業者の評価が分かれたため、採決による決定が選択されました。事業者に株式会社中海

テレビ放送を選定し、地域情報基盤を整備することが妥当であるとの報告でありま

した。今後、事業説明会、加入説明会を開催し、有効利用についての啓発に取り組

んでまいります。  

また、高規格道路と立体交差する町道神原福尾線に光ケーブルの幹線を予定して

います個所について、道路工事の完了前に施工する必要が生じたため、先行して保

護管を埋設する工事を１８３万７，５００円で有限会社林原工業が請負施工中であ

ります。 

 次に、大山はまなすサイクリング２００５の開催についてであります。１０月２

日（日）に、大山はまなすサイクリング２００５が中山まちづくり実行委員会主催

で開催いたしました。町内はもとより町外からも多く参加していただき、サイクリ

ングを楽しみながら町の自然や名所旧跡を知ってもらうことを趣旨として、旧中山

町内を一息坂３０km コースと、はまなす１５ｋｍコースに分けて行いました。当日

は、あいにくの雨でしたが、２３０名の参加があり、大山や日本海を身近にして自

然を満喫していただきました。ゴールの後は、なかやま温泉入浴券と中山牛の焼肉

を用意し、お楽しみ抽選会などもありにぎやかな会となりました。参加者の中には、

２回目、３回目と継続しての県外からの参加も多くあり、イベントとしての知名度

の高さを再確認しました。今後も引き続き実施することにより大山町の魅力が更に

広がることが期待できます。  

次に、国際交流事業についてであります。米国カリフォルニア州テメキュラ市か

ら、１１月２日～４日の３日間、副市長をはじめとする５名の訪問があり、町の行

事や地域のイベントに参加するなどして交流を行いました。  

また、１１月１３日～１９日の７日間は、私と、議長、公募の２名、さらに事務

局１名の計５名がテメキュラ市へ渡米し、市長を表敬訪問、学校や主要施設を視察
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して交流を行いました。  

テメキュラ市は、平成６年５月に旧中山町と姉妹都市締結を行い、同年１０月に

は市のマルガリータミドルスクールと中山中学校が姉妹校縁組を行いました。以降

ほぼ毎年相互に訪問し、ホームステイをしながら文化交流を続けてきました。そし

て、このたびの訪問により、新町においてもテメキュラ市と新大山町は今後も継続

して友好を深めていくことを確認をいたしました。  

 次に、地域整備課の関係でございます。町道改良事業について、町道八重六ツ塚

線道路改良工事を６７０万１，１００円で有限会社ナカヤマが、町道押平所子線道

路改良工事（押平橋上部工）を４，４３１万円で極東工業株式会社鳥取営業所が請

負、完了しました。町道退休寺樋谷線道路改良工事を３１５万円で三鈷土木建設株

式会社が、町道妻木寺坂線道路改良工事を４５１万５，０００円で三鈷土木建設株

式会社が、町道滝坂線道路災害復旧工事を６３５万２，５００円で有限会社こはら

が請負、施工中であります。  

 次に、水道課関係であります。下水道事業について、光徳農業集落排水工事並び

に庄内地区公共下水道工事は地元の皆さんのご協力により順調に進んでおります。

９月以降の工事発注状況は次のとおりであります。光徳地区農業集落排水事業管路

施設（８工区）工事を４,２７１万４，０００円で有限会社坂田建設が、光徳地区農

業集落排水事業管路施設（９工区）工事を３ ,１１８万５，０００円で有限会社ヤマ

ダが、庄内地区２４工区管路新設工事を２，５７２万５，０００円で有限会社やま

ねが、庄内地区２５工区管路新設工事を２，８５６万円で有限会社三千代建設が請

負、施工中であります。  

次に、産業振興課関係でございます。「とっとり大地と海のフェスタ」農林水産物

等の即売会特産品ＰＲ活動についてでございます。去る１１月１２日から１３日に

かけて「とっとり大地と海のフェスタ」が鳥取市の布施総合運動公園で開催をされ、

各種の催しや地元の特産品の展示即売等が行われましたが、本町におきましても生

産者等と一体となり特産品のブロッコリー、りんご、大山おこわ、お茶、海産物等

を広くＰＲしてまいりました。  

次に、水産振興についてであります。大山町漁港漁場整備事業基本計画策定業務

を１，４７０万円でセンク２１株式会社鳥取事務所が請負施工中であります。  

次に、農業振興についてであります。新農業水利システム保全対策事業として、

羽田井地区用水路修繕工事を４５５万９，５００円で松岡建設有限会社が請負、完

了しました。また塩津地区用水路修繕工事を１９４万２，５００円で有限会社こは

らが請負施工中であります。  

次に、福祉保健課関係であります。まず、敬老会の開催について、平成１７年度

敬老会を保健福祉センターなわで、１０月１２日と１３日の２日間に分けて開催を
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しました。今年度から金婚式とは別開催となり、平成１８年３月末までに満７５歳

以上になられる方１，３０６名のうち４０５人の方に出席いただきました。当日の

アトラクションに民生児童委員さんにもご出演いただき、会も大いに盛り上がり、

出席された皆さんにも大変喜んでいただきました。  

戦没者追悼式の開催についてでございます。平成１７年度戦没者追悼式を名和農

業者トレーニングセンターで、１０月２０日に開催をいたしました。今年度から旧

３町で開催しておりました慰霊祭を合同で開催することとなり、当日は２２０名の

遺族の方の出席のもと８６９名の戦没者の御霊に対して敬意と感謝の誠を捧げまし

た。 

次に、金婚式の開催であります。平成１７年度金婚式を保健福祉センターなわで、

１１月２２日に開催しました。今年度から３地区合同で開催することとなり、昭和

３１年３月末までにご結婚された６９組のご夫婦のうち、４６組８９名の方に出席

いただきました。当日のアトラクションに名和・中山・大山それぞれの公民館のサ

ークルのみなさんにご出演いただき、琴の演奏や歌や踊りに会も大いに盛り上がり、

出席された皆さんも感慨ひとしおでした。  

次に、大山保育所の改修工事についてであります。大山保育所の屋根ほか改修工

事を１，９７１万９，０００円で有限会社権田工務店が請負、工事施工中でありま

す。 

次に、中山地区の敬老会の開催についてであります。中山地区の敬老会を平成１

７年１０月５日水曜日に中山農業者トレーニングセンターで開催しました。該当者、

平成１７年度中に７５歳以上になられる方８７８名のうち２７４名の方が出席され

ました。当日は、式典の後、昼食をとりながら中山公民館サークルによる余興を楽

しまれました。 

 次に、人権推進課関係でございます。第１５回名和地区解放文化祭についてであ

ります。１１月１９・２０日の２日間、人権交流センターにおいて解放文化祭実行

委員会と共催により第１５回名和地区解放文化祭を開催いたしました。初日の１９

日は庄内小学校児童の同和問題学習の発表、識字学級等の各種の作品展示をはじめ、

鳥取市立日進小学校教諭の橋本智洋氏による「ふるさとに生まれ、ふるさとに生き

る」と題する同和問題講演会等を行いました。２日目の２０日は人権交流センター

を拠点に活動している銭太鼓、生け花等のサークル発表、また、焼きそば、町職員

有志による大判焼き等のバザーを行いました。２日間で町内外から約１，０００人

の参加があり、人権・同和問題について学習すると共に大いに交流を深め合いまし

た。 

次に、第４回中高ふれあい祭りについてであります。１１月２０日、中高ふれあ

い文化センター・児童館・集会所において、中高ふれあい祭り実行委員会と共催に
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より、第４回中高ふれあい祭りを開催致しました。午前中は、淀江作業所による「淀

江さんこ節」、大山中学校生徒の人権作文発表、ソーラン節解放劇「生きる」のビデ

オ上映を行いました。お昼は青空サークルのカレーライス・日用品、婦人会の大山

おこわ、青年部の豚汁・ポン菓子、淀江作業所の手作り石鹸・小物などのバザーが

ありました。午後からは、ゴスペルオーブの出演で、参加者が全員で歌う場面もあ

り、子供も大人も大いに盛り上がりました。展示コーナーでは生花・粘土工芸・習

字・絵手紙など各教室の作品、園児・小学生・中学生の作品、一般作品などたくさ

ん出品をして頂き、参加者の方にゆっくりと楽しんで見ていただけたと思います。

町内外から、約３００名の参加があり、人権・同和問題について学習すると共に交

流を深め合いました。  

 次に、観光商工課関係であります。まず、商工振興関係であります。中小企業小

口融資並びに同和地区小口融資の本年度実績ですが、現段階では１０件、融資額合

計９，２５０万円であり、今年度もほぼ平年並みの数字となるものと見込んでおり

ます。 

 次に、観光振興関係であります。１０月１日に生活想像館を会場に盲目のギタリ

スト長谷川きよしコンサートを行いました。約１５０人の参加で、華麗なギターテ

クニックに酔いしれた一夜となりました。翌２日は宮川大助・花子さんをはじめと

した吉本興業の皆さんと大山山麓を散策する「大助・花子健康ウォーキング」が開

催されました。警報が発令されるという悪天候にもかかわらず、関西・中国地方か

ら１，１００人あまりの参加がありました。９日は、第２２回境港水産まつりに大

山町ブースを出展し、ナメコ汁や紅茶をふるまい、好評を得ました。２３日は恒例

の大山一斉清掃が行われ、７０団体７００人の参加となりました。これには役場職

員も参加し、大山の美化に協力いたしました。１０月２０日から１１月５日にかけ

ては、恒例のもみじ祭が行われました。今年は例年よりも紅葉時期が遅れましたが、

色づきはよく、駐車場の無料化効果、各種ＰＲの充実などの要因も相まって、休日

の駐車場は満車状態となり、参道にかつてのにぎわいが戻ってきた感がありました。 

 １１月５・６日は千葉県我孫子市で開催されたジャパンバードフェスティバルに

大山町ブースを出展しました。これは鳥に関する国内最大のイベントで、二日間で

約５万６，０００人の入場者がありました。本町はパネル展示やパンフレット配布

の他、鳥のおもちゃ作成の体験コーナーを開設し、大変好評でした。なお、明けて

２月には我孫子市の皆さんが大山への観鳥ツアーにおこしの予定であります。  

２０日には県の大阪事務所等が行った「京都とっとりウォーク」に協賛参加しま

した。この催しは京都市内にある鳥取にゆかりのある地を訪ねながら秋の京都を散

策するというもので、名和長年公の遺跡でボランティアの皆さんによる解説、特産

の紅茶のふるまいを行いました。今回が初めての開催でしたが約６００名の参加が
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ありました。 

 ７月から運行しておりました大山るーぷバス遊悠ですが、１１月１３日の運行を

もって今シーズンの運行を終了いたしました。運行日数は５５日、総乗車人員３，

６７４名、１日平均６６名と初年度としてはまずまずの結果となりました。  

 ほかにも、各種イベントの後援、協賛を行ったり、マスコミを通じたＰＲ、県外

でのキャンペーン等積極的に取り組み、大山町の知名度向上を図っております。  

 次に、なかやま温泉関係であります。４月から１０月までの温泉入湯者数は５万

３，７８６人であり、前年同期に比べ１，５４９人、率にして３％の減となってお

ります。開館時間の延長の試行を行う等の対策は行ってきておりますが、今後更に

積極的な営業展開を図り、入湯者数を確保していきたいと考えております。  

次に、スキー場関係でございます。現在中の原スキー場では、搬機の取り付けや

草刈りなどが終わり、営業開始に向けての機器等の最終点検・調整を行っていると

ころであります。営業に十分な積雪があれば１２月１７日からリフト営業を開始す

る予定です。スキー場開き祭は、２３日午前１０時から中の原スキー場で行います

ので、是非皆さんおこしいただきますようお願いいたします。  

 なお、大山国際スキー場の人工降雪ゲレンデは１２月１０日から営業を開始され

る予定であります。  

 次に、学校教育課関係であります。工事関係についてでありますが、大山学校給

食センター改築工事を、３億５，２８０万円で株式会社竹田組に発注いたしており

ます。 

次に、設計関係についてであります。中山小学校校舎耐震補強及び大規模改修工

事設計業務を２，４１５万円で株式会社桑本賢一設計事務所が、大山中学校技術棟

改築工事設計業務を９４５万円で株式会社白兎設計事務所米子事務所が、大山小学

校プール更衣室・便所改修工事設計監理業務を、１２１万８，０００円で株式会社

桑本建築設計事務所が、名和中学校体育館屋根改修工事設計監理業務を、７９万８，

０００円で株式会社桑本賢一設計事務所が、名和中学校プール給水配管改修工事設

計監理業務を２６万２，５００円で近岡建築設計事務所が受注しております。  

次に、表彰関係についてであります。大山西小学校みどりの少年団が、１０月２

９日に平成１７年度全国緑の少年団活動発表大会でみどりの奨励賞を受賞いたしま

した。中山小学校が、１１月１０日に平成１７年度学校保健及び学校安全文部科学

大臣表彰を受賞しました。光徳小学校が、１１月３０日に第６回環境美化教育優良

校の散乱防止活動部門の優良校の表彰を受けました。中山中学校の金田修平さんが、

第３６回ジュニアオリンピック陸上競技大会・ジャベリックスローで８位入賞しま

した。 

次に、社会教育課関係であります。第１回大山町文化祭についてでございます。
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１１月３日から６日にかけて、「第１回大山町文化祭」を開催いたしました。本年度

は、大山恵みの里づくり構想による「人と人、人と自然が心でつながるまち」をメ

インテーマとして、旧町単位の３会場に分けて、中学校の文化祭を同時に開催いた

しました。 

中山会場では、フォーラム中山を主会場として３日～４日に開催し、商工会・Ｊ

Ａ西部農協等のご理解により、「文化・産業」をサブテーマとして、バザー等で大い

に賑わいを見せました。  

名和会場では、名和スポーツランドを主会場として５日～６日に開催し、「文化・

環境」をサブテーマとして、高田工業団地内に「風車会場」を設け、環境先進町を

目指す本町の取組の啓発を行い、また、大山恵みの里づくり構想の具現化に向けて

「大山恵みの里づくりシンポジウム」を開催し、大山ブランドの創造について、町

民の皆様とともに議論を深めたところであります。  

大山会場では、名和会場と同日に開催し、保健福祉センターだいせんを主会場に、

「文化・歴史・健康」をサブテーマとして、国の重要文化財「大山寺阿弥陀堂」と

「門脇家住宅」を同時公開いたしました。特に「大山寺阿弥陀堂」の公開は反響も

大きく、２日間で１，６００人の参観者を迎え、文化財の活用による町の活性化つ

いて、一定の成果を得たものと考えております。  

また、３会場を結ぶシャトルバスの運行やスタンプラリーの実施により、会場間

交流に努めた結果、多くの町民の皆様に複数の会場をご覧いただき、交流の輪も広

がりを見せたものと感じております。  

本文化祭にご協力いただきました関係諸団体の方々に、この場を借りて深く感謝

申し上げます。 

次に、第１７回全国生涯学習フェスティバルについてであります。去る１０月９

日から１５日にかけて県下を３会場に分けて全国生涯学習フェスティバル「まなび

ピア鳥取２００５」が開催されました。西部地区では、米子市文化ホールを会場に、

生涯学習の成果の発表の場として各種事業が実施され、本町の生涯学習グループも、

公民館サークルを中心に展示や発表部門に参加し、学びと交流の輪を広げました。  

次に、全国スポーツ・レクリエーション祭リハーサル大会についてであります。  

来年度に県下で開催される全国スポレク祭のリハーサル大会と県民スポレク祭を

兼ねて、本町では２競技の大会を開催いたしました。ソフトバレーボールは、１０

月１６日に大山総合体育館に参加者６００名を迎え、また、３Ｂ体操は１０月２３

日に名和農業者トレーニングセンターで参加者２５０名を集めて、全国大会を想定

した役員等を配置しながら実施いたしました。今後は、来年度の本大会の成功に向

け、推進体制の強化や町民の皆様へのＰＲに努めながら準備を進めて行くこととな

ります。 



 19 

次に、町民運動会についてであります。地区単位の町民運動会が今年度も次の表

のとおり実施開催されました。中山地区については３地区、名和地区においては２

地区、１地区は雨で中止となりました。大山地区は２地区で開催をされています。  

次に、大山地区通学合宿推進事業についてであります。旧大山町内の小学校の児

童を対象に、大山青年の家で通学合宿を実施いたしました。本事業は旧中山町内で

も６月に実施しておりますが、１１月６日～１２日には大山小学校、１１月２７日

～１２月３日には大山西小学校の児童、延べ１１４名の参加により、集団生活を通

じての規律を学び、家庭や親の大切さを体感して、心豊かな逞しい子供の育成を図

ろうとするものであります。  

次に、施設等の整備についてであります。中山農業者トレーニングセンター外壁

等改修工事を、３，７３８万円で馬野建設株式会社が請負工事施工中であります。

歴史の道（横手道）測量図面作成業務を１８９万円でダイニチ技研株式会社が業務

遂行中であります。  

 以上で政務報告を終わります。  

○議長（鹿島 功君） これで諸般の報告を終わります。  

────────────────・───・────────────────  

日程第４ 議案第１１０号～日程第６３  議案第１６９号  

○議長（鹿島  功君）  日程第４、議案第１１０号  平成１６年度中山町一般会計

歳入歳出決算の認定についてから、日程第６３、議案第１６９号  平成１６年度大

山町逢坂財産区特別会計歳入歳出決算の認定についてまで、計６０件を一括議題に

します。 

提案理由の説明を求めます。町長。  

○町長（山口 隆之君） ただいまご上程いただきました議案第１１０号から議案第

１６９号まで提案理由のご説明を申しあげます。  

まず、議案第１１０号  平成１６年度中山町一般会計歳入歳出決算の認定につい

てご説明申し上げます。  

本案は地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査意見を付して提案いたし

ましたので、認定のほどよろしくお願いいたします。   

はじめに一般会計歳入総額３０億５，２９８万１，３１７円に対し、歳出総額３

３億１，８１７万１，３２７円で、歳入歳出差引歳入不足額２億６，５１９万１０

円でありましたが、この不足額は合併の事由により生じた債務であります。このた

め、一時借入金充用額３億円、宅地造成事業特別会計歳計現金繰替流用額８，５０

０万円、他会計への歳計現金繰替流用額６，９００万円としております。  

それでは、一般会計決算書の内容につきまして、歳入からご説明を申し上げます。  

第５款  町税は、歳入調定額３億６，２２３万４，５４６円に対し、収入済額３
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億２，８３５万６，７６７円で、収納率は９０．６％でありました。項５町民税  目

４法人の法人税割においては、長引く景気の低迷をうけ、対前年度比４８．３％の

減でありました。項１０固定資産税は、歳入調定額２億１，９０１万７７４円に対

し収入済額１億９，６５２万４，８０４円で８９．７％の収納率でありました。項

２０市町村たばこ税は、１，９７６万５，９４５円の決算額で、対前年度比６．８％

の減であります。  

第１０款  地方譲与税は、３，５３８万１，０００円の決算額であります。税源

移譲により新設された項の５所得譲与税は、８７５万８，０００円で項１０自動車

重量譲与税は、２，０１１万円、項１５地方道路譲与税は、６５１万３，０００円

であります。 

第１８款  地方消費税交付金は、４，３４２万円の決算額で、対前年度比１１％

の増であります。  

第２５款 自動車取得税交付金は、９０１万円の決算額であります。  

第３０款  地方交付税は、１４億５，４８２万２，０００円の決算額で、前年対

比８．２％の減であります。主な内容は、大山山麓土地改良事業の農地開発事業負

担金にかかる交付税措置分の減であります。  

第４０款  分担金及び負担金は、２，３３６万６，２９４円の決算額で、主なも

のは目１５民生費負担金の児童福祉費負担金の保育料等２，１５０万７，６１０円

であります。 

第４５款 使用料及び手数料は、２，２７０万６，５７６円の決算額であります。

項５使用料の主なものは、町営住宅使用料の１，５２６万６，７６３円であります。  

項１０手数料の主なものは、窓口証明などの総務費手数料であります。  

第５０款  国庫支出金は、４，１９１万９，７７５円の決算額で、項５国庫負担

金の主なものは、目１５民生費国庫負担金の児童手当、保育所運営費などの児童福

祉費国庫負担金で１，６１６万６６６円であります。項１０国庫補助金では目４５

教育費国庫補助金の小学校費国庫補助金の大規模改造事業補助金９２９万９，００

０円であります。  

第５５款  県支出金は、１億１，２５９万２，３６２円の決算額で、項５県負担

金の主なものは、目１５民生費県負担金の社会福祉費県負担金のうち、国民健康保

険事業、老人保護措置費などの１，１６４万８，９５９円であります。項１０県補

助金の主なものは、目２５農林水産業費県補助金の地籍調査事業や中山間地域等直

接支払い事業、堆肥等処理施設緊急整備事業の農業費県補助金の４，７０７万７７

０円であります。項１５県委託金の主なものは、参議院議員通常選挙の選挙費委託

金の７３７万６，６８６円であります。  

第６０款  財産収入は、５１６万６，１８１円の決算額で、前年対比８１．９％
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の減で、これは前年度に学校跡地売払い収入があったためによる減であります。  

第７０款  繰入金は、５億１，８５６万９，０００円の決算額でありました。項

１０の基金繰入金の主なものは、集落排水事業と公共下水道事業に対しての推進基

金繰入であります。  

第７５款 繰越金は、１億２，８５４万９，４５１円の決算額でありました。  

第８０款  諸収入は、８，７０４万５，２０２円の決算額で、主なものは項２０

雑入の誘致企業工場建設資金貸付金回収金２，２５３万円と社会福祉協議会福祉基

金戻入金３，０００万円であります。  

第８５款  町債は、２億３，２２０万円の決算額でありました。主なものは一般

財源に充当するための臨時財政対策債１億７，１２０万円であります。  

次に、歳出についてご説明を申し上げます。各款をおって、主な内容について簡

単にご説明申し上げます。  

第５款 議会費は、６，５４４万８，７６９円の決算額でありました。  

第１０款 総務費は、８億６，６３３万９，１９７円の決算額であります。  

主な内容は、項５総務管理費の目９諸費で電算システム統合負担金８，５３３万

円、大山支所建設負担金２億７，６２９万９，０００円であります。  

第１５款 民生費は、５億３，２０４万３，６３３円の決算額であります。  

主な内容は、項５社会福祉費では目１社会福祉総務費で介護保険特別会計をはじめ

とする保険特別会計への繰出金８，６８３万３，１８１円、目１４同和対策費で隣保

館建設土地購入１，７５３万１，５００円であります。項１０児童福祉費では、目１

児童福祉総務費で、制度改正により小学校第３学年修了特例給付を含む児童手当２，

０５５万３，６８７円、目５保育所運営費１億４，５７９万１２７円であります。  

第２０款 衛生費は、１億５，６３４万６，８８６円の決算額であります。  

主な内容は、項１０清掃費、目１清掃総務費でごみ収集委託３，４８０万８，０

００円、西部広域行政管理組合負担金２，０１６万円であります。  

第２５款 農林水産業費は、３億７，４３９万９９２円の決算額であります。  

主な内容は、項５農業費、目５農地費で県営畑地総合開発事業負担金２，６２５

万円、目１５農免農道整備事業費で農免農道整備事業負担金２，２６０万５，８０

０円。目３０地籍調査事業費２，９０７万５，０５４円、目３１集落排水事業推進

費で農業集落排水事業特別会計繰出金１億２，３６１万６，０００円であります。  

第３０款 商工費は、４，３７８万８，８２３円の決算額であります。  

主な内容は、項５商工費、目２商工振興費の小口融資貸付事業に係る貸付金２，

８５０万円であります。  

第３５款 土木費は、１億９，８０２万３，３７０円の決算額であります。  

主な内容は、項１０道路橋梁費、目３道路新設改良費で、７路線の町道整備２，
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０７２万７，０００円、目５辺地対策事業費６００万１，５４７円、項３０下水道

費で公共下水道事業特別会計繰出金１億３３９万２，０００円は、前年対比７．６％

の増であります。  

第４０款  消防費は、９，４６３万３２円の決算額で、前年対比３．２％の増で

あります。主な内容は、目１常備消防費で西部広域行政管理組合負担金の増であり

ます。 

第４５款 教育費は、３億５，６８４万６，９７９円の決算額であります。  

主な内容は、項１０小学校費、目１学校管理費で中山小学校屋内運動場大規模改

修工事７，４７３万５，８５０円であります。  

第５５款  公債費は、６億３，０３１万２，６４６円の決算額でありました。目

１  元金は５億４，８２７万６，９３４円で、主なものは温泉館・生活想像館をは

じめとする文教の森整備事業分１億１，３４４万円、減税補填債分５，９１９万５，

６４２円であります。目２利子は８，２０３万３，９７６円で、主なものは文教の

森整備事業分１，１５４万２，５８８円、中学校建設事業分１，１３７万９，６５

２円であります。  

以上、中山町一般会計の歳入歳出決算についてご説明申し上げました。  

詳細につきましては、お手元に配付の平成１６年度決算審査資料における各部門

別の主要な施策の実施状況をご参考にしていただきますよう、よろしくお願い申し

上げます。以上で議案第１１０号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１１１号  平成１６年度中山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算認定について提案理由の説明をいたします。  

決算額は、歳入総額が２，０５５万１，２０４円で、歳出総額は、４，８８３万

８，２３８円で、歳入歳出差引２，８２８万７，０３４円の不足であります。この

不足額は、合併の事由により生じた債務であります。このため、一般会計歳計現金

繰替流用額が２，９００万円であります。  

歳入の主なものは、貸付金元利収入１，５２５万１，６６０円であり、歳出では

総務費８１万６，２０３円、公債費２，１９３万７，２３９円、繰上充用金２，６

０８万４，７９６円であります。よろしくご審議のうえ認定いただきますようお願

いします。以上で議案第１１１号の提案理由の説明を終わります。  

議案第１１２号  平成１６年度中山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算の認定

について説明いたします。  

歳入の決算総額８３９万４，２７２円に対し、歳出決算総額は５５１万３，７０

１円で差引残額２８８万５７１円を平成１６年度大山町開拓専用水道特別会計に繰

り越しをしております。  

歳入について説明をいたします。  
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第 1 款 管理収入の収入済額４３７万３，９２７円は、給水料収入であります。  

第１０款  使用料及び手数料の１，０２５円は、工事設計手数料と工事検査手数

料であります。 

第１５款 繰越金の４０１万５，１９１円は前年度繰越金であります。  

第２０款 諸収入の４，１２９円は受託給水工事収入であります。  

次に歳出について説明をいたします。  

第５款  総務費の２５５万１，４９０円は水源管理委託費として旧名和町に４３

万２，０００円、開拓専用水道の維持管理負担金として旧中山町水道事業会計へ１

９９万５，０００円並びに管理に要した経費であります。  

第１０款  営繕費の支出済額２９６万２，２１１円の主なものは萩原地内の配水

管布設替工事や配水池等の維持管理に要した費用であります。  

第９０款  予備費において支出はなく全額不用額となっております。以上で議案

第１１２号の提案理由の説明を終わります。  

 議案第１１３号  平成１６年度中山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について、その概要を説明いたします。  

事業勘定におきまして、歳入総額４億８，９２０万６，０７６円、歳出総額４億

９，８０６万２，０９７円となり、差引歳入不足額８８５万６，０２１円は、合併

の事由により生じた債務であり、このため、一般会計歳計現金繰替流用額は９００

万円となっております。  

次に、款を追って歳入から主なものを説明いたしますが、金額につきまして千円

未満は省略させていただきます。  

第５款  国民健康保険税の収入済額は１億７，０６６万１，０００円となってお

ります。収入未済額は２，０８０万６，０００円で、不納欠損額は、１，３３１万

６，０００円であります。  

第１５款  使用料及び手数料１万４，０００円は、督促手数料で前年度は、１万

３，０００円であります。  

第２０款  国庫支出金１億４，２９２万２，０００円は、療養給付費等負担金１

億２，３７１万３，０００円、財政調整交付金１，９２０万９，０００円で、前年

度に対し６，６１８万７，０００円の減、率にして３１％の減となっておりますが、

財政調整交付金の減による療養給付費等負担金の増が主なものであります。  

第２２款  県支出金２１７万６，０００円は、高額医療費共同事業県負担金で負

担率４分の１であり、平成１５年度から１７年度までの措置であります。  

第２５款  療養給付費交付金６，０５６万円９，０００円は、退職被保険者の医

療費に係るもので、前年度に対し８１３万６，０００円、率にして１３．４％の減

であります。 



 24 

第３０款  共同事業交付金７３８万２，０００円は、７０万円以上の高額療養費

に対する交付金で、前年度に対し１６８万６，０００円、率にして１８．５％の減

となっております。  

第３５款  財産収入１，０００円は、国保連合会への出資金利子と積立金利子で

す。 

第４０款 繰入金４，９５３万７，０００円は、一般会計繰入金３，４５３万７，

０００円と、基金繰入金１，５００万円で、前年度に対し２，５０５万円、率にし

て３３．５％の減となっております。  

第４５款  繰越金５，５９４万円は、平成１５年度からの繰越金で、前年度に対

し２，６７０万４，０００円、率にして９１．３３％増となっております。  

次に歳出について説明いたします。  

第５款 総務費４８６万８，０００円は、電算委託料関係１３５万６，０００円、

コンピューターリース料１２８万２，０００円が主なものであります。  

第１０款 保険給付費は３億４，９２９万７，０００円となっております。  

第１５款 老人保健拠出金は、９，９２９万５，０００円となっております。  

第１７款 介護納付金は、２，８２２万３，０００円となっております。  

第２０款 共同事業拠出金は、１，１４１万円となっております。  

第２５款  保健事業費４４０万５，０００円は、前年度に対して８万９，０００

円、２％の増となっておりますが、消耗品の増が主なものであります。  

第３０款  諸支出金５６万円は、前年度に対し２８８万円、率にして８３．７％

の減となっておりますが、前年度以前保険税過誤納による還付によるものでありま

す。 

以上もちまして、議案第１１３号の提案理由の説明を終わります。  

 議案第１１４号  平成１６年度中山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、提案理由の説明を申し上げます。  

  本会計の歳入歳出決算の総額は、歳入５億８，５３９万４，８８３円、歳出５億

９,３４９万５，９００円となり、差し引き歳入不足額は、８１０万１ ,０１７円と

なっております。この不足額は合併の事由により生じた債務であり、一般会計歳計

現金繰替流用額は、９００万円となっております。    

  次に款をおって歳入から主なものを説明いたしますが、金額につきまして千円未

満は省略させていいただきます。  

  第５款   支払基金交付金３億５，５９７万円は、社会保険診療報酬支払基金から

医療費に係る交付金３億５，３５０万７，０００円と、審査支払手数料交付金２４

６万３，０００円であります。 

  第１０款   国庫支出金 １億４,４７６万２，０００円は、医療費に係る国庫負担
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金であります。 

  第１５款  県支出金 ３，５０５万２，０００円は、医療費に係る県負担金で、あ

ります。 

第２０款  繰入金 ３，６６６万１，０００円は、医療諸費の町負担分で、前年に

対して５６万７，０００円、率で１．５７％の増であり負担率の増によるものであ

ります。 

  第２５款   諸収入３９０万６，０００円は、交通事故係る第三者納付金でありま

す。 

 第３０款 繰越金９０４万３，０００円は、前年度よりの繰越金であります。  

  次に歳出について説明申し上げます。    

  第５款   医療諸費５億８，２９２万円は、医療給付費・医療支給費及び審査支払

手数料であります。  

  第１０款  諸支出金１,０５７万５，０００円は、前年度実績による支払基金償還

金であります。以上で議案第１１４号の提案理由の説明を終わります。  

  次に、議案第１１５号  平成１６年度中山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、提案理由の説明を申し上げます。  

  本会計におきまして、歳入総額３億６，５２０万９，４７５円、歳出総額３億７，

７９８万１，２７８円となり、差引歳入不足額１，２７７万１,８０３円は合併の事

由により生じた債務であり、このため一般会計歳計現金繰替流用額１ ,３００万円と

なっております。  

次に、歳入から款を追って説明いたしますが、金額につきまして千円未満は、省

略させていただきます。  

  第５款  介護保険料の収入済額は、５，２８１万２，０００円で現年度分の収納

率は、９９．３１％となっており、収入未済額は６８万２，０００円となっており

ます。 

第１５款  国庫支出金 ９，４０９万６，０００円は、介護給付費に係る国庫負担

金７，４１９万１，０００円、 調整交付金１，９９０万５，０００円となっており

ます。   

  第２０款   支払基金交付金１億１，９６５万５，０００円は、第２号被保険者の

納付保険料が介護給付費交付金として交付されたものであります。   

  第２５款   県支出金４，３４０万７，０００円は、介護給付費の県負担金として

交付されたものであります。  

  第３０款   繰入金５，２２９万５，０００円は、町負担分として一般会計から繰

入れたものであります。前年度と比較して額で５８万円、率にして１．１％の減と

なっています。 
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第３２款  繰越金２９４万２，０００円は、前年度からの繰越金であります。   

次に歳出について、説明いたします。  

第５款  総務費 ５６１万２，０００円は、電算処理業務委託料、介護認定主治医

意見書作成委託料及び介護認定審査会負担金が主なものであります。    

第１０款  保険給付費３億７，２０２万３，０００円は、介護サービス等諸費３

億５,２７０万１，０００円で，支援サービス等諸費１ ,６０１万６，０００円で、

高額介護サービス等費２７５万３，０００円が主なものであります。  

  第１５款   財政安定化基金拠出金３４万４，０００円を介護保険財政安定化基金

に拠出しております。 

  以上で議案第１１５号の提案理由の説明を終わります。  

 次に、議案第１１６号、平成１６年度中山町在宅支援特別計歳入歳出決算の認定

について、その概要を説明いたします。  

事業勘定におきまして、歳入総額７，５７０万１，１１７円、歳出総額７，０８

５万８，００２円となり、歳入歳出差引額４８４万３，１１５円は新大町一般会計

に繰り入れております。  

次に款を追って歳入から主なものを説明いたしますが、金額につきまして千円未

満は省略させていただきます。  

第５款  使用料及び手数料５１１万７，０００円は、通所介護サービス料で、個

人負担分４８２万２，０００円が主なものとなっております。収入未済額は８，０

００円でありますが、新町の一般会計の民生費雑入に納入済であります。  

第１２款 繰越金２，９９７万２，０００円は、前年度からの繰越金であります。  

 第１５款  諸収入４，０６１万１，０００円は、居宅介護支援計画作成料６８６

万７，０００円、訪問介護サービス料３５２万８，０００円、通所介護サービス料

２，４５０万６，０００円で、介護予防事業費５３９万７，０００円が主なもので

あります。 

次に歳出について説明申し上げます。  

第５款  総務費７，０８５万８，０００円は、居宅介護支援事業費３５６万３，

０００円、訪問介護事業費１，１０３万円、通所介護事業費５，６２６万４，００

０円が主なものであります。  

なお、本事業は実施主体等の整備も整いましたので、合併を機に本年度を持って

終了するものでございます。  

以上で議案第１１６号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１１７号  平成１６年度中山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について説明いたします。  

歳入の決算総額１億５，０９９万２，７２６円に対し、歳出決算総額は１億５，
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２５１万７，１９４円で歳入歳出差引歳入不足額１５２万４，４６８円は合併の事

由により生じた債務であり、このため２００万円を一般会計から歳計現金を繰替流

用し決算をおこなっています。  

歳入について説明します。  

第５款 分担金及び負担金の３５万円は加入負担金であります。  

第１０款 使用料の２，４９５万４，９２２円は下水道使用料であります。  

第２５款 繰入金の１億２，３６１万６，０００円は一般会計繰入金であります。  

第３０款 繰越金の２０７万１，８０４円は前年度繰越金であります。  

 次に、歳出について説明します。  

第５款  事業費の２，９５６万３，９４６円は人件費や処理場等の施設管理に要

した経費であります。    

第１０款  公債費の１億２，２９５万３，２４８円は起債の元利償還金でありま

す。 

以上で議案第１１７号の提案理由の説明を終わります。  

○議長（鹿島 功君） ここで暫時休憩をいたします。  

 午前１１時  ９分 

────────────────・───・────────────────  

 午前１１時２７分 

○議長（鹿島 功君） 再開します。引き続き町長の説明を求めます。  

○町長（山口  隆之君）  続きまして、議案第１１８号  平成１６年度中山町公共

下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について説明いたします。  

歳入の決算総額１億６，９３３万６，６３６円に対し、歳出決算総額は１億７，

０３３万５，５６８円で歳入歳出差引歳入不足額９９万８，９３２円は合併の事由

により生じた債務であり、このため１００万円を一般会計から歳計現金を繰替流用

し決算をおこなっています。  

歳入について説明します。  

第５款 分担金及び負担金の６４万５，０００円は加入負担金であります。  

第１０款  使用料及び手数料の１，８２１万６，７０３円は下水道使用料であり

ます。 

第１５款  国庫支出金の４ ,５６５万円は公共下水道事業に対する補助金であり

ます。 

第２５款 繰入金の１億３３９万２，０００円は一般会計繰入金であります。  

第３０款 繰越金の１４３万２，９３３円は前年度繰越金であります。  

 次に歳出について説明します。  

第５款  公共下水道費の７，３３６万５，６９２円は処理場等の施設管理、逢坂



 28 

処理場増設工事委託等に要した経費であります。     

第１０款 公債費の９，６９６万９，８７６円は起債の元利償還金であります。  

以上で議案第１１８号の提案理由の説明を終わります。  

 次に、議案第１１９号  平成１６年度中山町中山財産区特別会計歳入歳出決算の

認定について、提案理由のご説明をいたします。  

本案は、平成１６年度の歳入歳出決算額が確定したことに伴い、地方自治法第２

３３条第３項の規定により、議会の認定を求めるものであります。  

本会計の歳入歳出決算額は、歳入１，１２３万９，９９６円、歳出２４７万４，

２６５円、差引残額は８７６万５，７３１円となっております。  

はじめに、歳入についてご説明いたします。  

第１０款  財産収入３１万７，４５９円は、国営農地造成事業による貸付地等の

土地貸付収入であります。  

第２０款 繰越金は、１，０９１万９，９９３円の決算額であります。  

第２５款 諸収入は、預金利子雑入あわせて２，５４４円であります。  

次に、歳出についてご説明いたします。  

第５款  総務費は１７５万５，４３６円で、主なものは上中山財産区繰出金４万

５，０００円と官行造林契約解除に伴う国の権利分購入費１５２万２，５００円で

あります。 

 第１０款  林業費は、７１万８，８２９円で、主なものは項５林業費、目２林業

振 

興費５５万６，９８１円で造林地の下刈り賃金等であります。  

第９０款  予備費は、５万円を計上し、不測の事態に備えることにいたしており

ましたが、使用する事も無くそのまま不用額としております。  

以上で、議案第１１９号の提案理由の説明を終わります。  

次、議案第１２０号  平成１６年度中山町上中山財産区特別会計歳入歳出決算の

認定について、提案理由の説明をいたします。  

本案は、平成 1６年度の歳入歳出決算額が確定したことに伴い、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定を求めるものであります。  

本会計の歳入歳出決算額は、歳入４，３５２万２，８９７円、歳出２，６７４万

１，２３３円、差引残額は１，６７８万１，６６４円となっております。  

はじめに、歳入についてご説明いたします。  

第５款  県支出金４０万７，３４７円は、項５県補助金，目２林業振興費県補助

金の造林事業補助金であります。  

第１０款  財産収入１３８万４，２１５円は、項５財産運用収入、目２財産貸付

収入の家畜改良センター鳥取牧場等の土地貸付収入１２３万４，２１５円と、項１



 29 

０財産売払収入 目２立木売払収入１５万円であります。   

第１５款  繰入金４万５，０００円は、中山財産区特別会計から下排水事業助成

にかかるものであります。  

第２０款 繰越金は、４，１６４万２，３５６円の決算額であります。  

第２５款 諸収入は、預金利子雑入あわせて４万３，９７９円であります。  

次に、歳出についてご説明いたします。  

第５款  総務費は２，５３１万５，０４４円で、主なものは項５総務管理費、目

１管理会費の下水道宅内工事推進助成２，４６０万円、下排水整備助成１５万円で

あります。 

第１０款  林業費は、１４２万６，１８９円で、主なものは項５林業費、目２林

業振興費の下刈等請負費１０７万１，０００円で、造林地の管理費であります。  

第９０款  予備費は、５万円を計上し、不測の事態に備えることにいたしており

ましたが、使用する事も無くそのまま不用額としております。以上で、議案第１２

０号の提案理由の説明を終わります。  

議案第１２１号  平成１６年度中山町下中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について、提案理由の説明をいたします。  

本案は、平成 1６年度の歳入歳出決算額が確定したことに伴い、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定を求めるものであります。  

本会計の歳入歳出決算額は、歳入５，９０６万４，６７３円、歳出４，１９１万

６，８４３円、差引残額は１，７１４万７，８３０円となっております。  

はじめに、歳入についてご説明いたします。  

第１０款  財産収入７８万９，０６２円は、項５財産運用収入  目２財産貸付収

入の家畜改良センター鳥取牧場等への土地貸付料４８万９，０６２円と項１０財

産売払収入 目２立木売払収入３０万円であります。  

第１５款 繰越金は、５，８２７万４，５８２円の決算額であります。  

第２０款 諸収入は、預金利子雑入あわせて１，０２９円であります。  

次に、歳出についてご説明いたします。  

第５款  総務費は４，１７１万１，０３４円で、主なものは項５総務管理費、目

１管理会費の下水道宅内工事推進助成４，１４０万円であります。  

第１０款  林業費は２０万５，８０９円で、主なものは項５林業費、目２林業振

興費の賃金１６万６，０００円で、草刈等自主造林地の管理費であります。  

第９０款  予備費は、５万円を計上し、不測の事態に備えることにいたしており

ましたが、使用する事も無くそのまま不用額としております。以上で、議案第１２

１号の提案理由の説明を終わります。  

続きまして、議案第１２２号  平成１６年度中山町逢坂財産区特別会計歳入歳出
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決算の認定について、提案理由のご説明をいたします。  

本案は、平成 1６年度の歳入歳出決算額が確定したことに伴い、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定を求めるものであります。  

本会計の歳入歳出決算額は、歳入７９６万５，６１３円、歳出３１万３，１４８

円、差引残額７６５万２，４６５円となっております。  

はじめに、歳入についてご説明いたします。  

第１０款  財産収入１７万６，９０９円は、項５財産運用収入  目２財産貸付収

入の国営農地造成事業による貸付地（小枕団地）等への土地貸付収入１７万４９７

円と項１０財産売払収入  目２立木売払収入６，４１２万円であります。  

第１５款 繰越金は、７７６万６，２９３円の決算額であります。  

第２０款 諸収入は、預金利子雑入あわせて２万２，４１１円であります。  

次に、歳出についてご説明いたします。  

第５款  総務費は２５万１，１８０円で、主なものは項５総務管理費  目１管理

会費の公共下水道整備助成１０万円であります。  

第１０款  林業費は、６万１，９６８円で、項５林業費  目１林業総務費の森林

国営保険料であります。  

第９０款  予備費は、５万円を計上し、不測の事態に備えることにいたしており

ましたが、使用する事も無くそのまま不用額としております。  

 以上で、議案第１２２号の提案理由の説明を終わります。  

 議案第１２３号  平成１６年度中山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、提案理由の説明をいたします。  

 本会計は、旧中山町の分譲宅地「ナスパルタウン」の会計であります。  

歳入の決算総額１億５，１７４万１，３３５円に対し、歳出の決算総額６，４４

１万５，７２０円で、差引残額８，７３２万５，６１５円を新大山町の宅地造成事

業特別会計に繰り入れをしております。  

歳入について説明します。  

 第２０款  財産収入６，４９２万２，０００円は土地売払収入９区画分が主な収

入であります。 

 第３０款  繰越金８，３８２万４，０４０円であります。多額の繰越金の大きな

要因は、起債償還が据置期間中であったため、起債元金の償還が発生せず、土地の

売り払い収入が積み重なったことによるものであります。  

第３５款 諸収入２９９万５，２９５円は消費税還付金であります。  

 次に歳出について説明いたします。  

 第５款  宅地造成事業費５，８９９万７，１４９円の主なものは、分譲地の面積

確定測量委託料３０４万５，０００円、敷地造成、水道管新設、温泉給湯施設、舗
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装工事など５，３００万１，４５０円の工事請負代金、販売促進のための広告料な

ど２７１万５，０００円であります。  

第１０款  公債費５４１万８，５７１円は起債の利子償還であります。以上で議

案第１２３号の提案理由の説明を終わります。   

議案第１２４号  平成１６年度中山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、提案理由の説明をいたします。  

本案は、平成１６年度中山町温泉事業特別会計の決算認定をお願いするものであ

ります。 

 なかやま温泉「ゆーゆー倶楽部ナスパル」は良好な泉質と手頃な入浴料金が好評

で、多くの入湯客にお越しをいただいておりますが、残念ながら若干ずつではあり

ますが、客数が減少しているのが現状であります。平成１６年度の年間入館者数は

９万５，４９４人で前年度の１０万６，０４６人に対し、約１０％の減少となりま

した。これは開館して数年経過し、周辺客が主力であるという性格により、新規客

が頭打ちとなったものと考えております。  

決算内容でありますが、歳入の収入済み額合計が４，６２９万５，８７７円、歳

出の支出済み額合計が５，２０３万９，８４２円、歳入歳出差し引き歳入不足額５

７４万３，９６５円となっております。この不足額は、合併に伴い発生した債務で

あり、合併後の会計に引き継いだものであります。  

歳入の内訳ですが、前年度の繰越金１，０６３万３，１９７円と温泉の入浴料が

中心の使用料３，４２９万１９１円が主なものであります。  

歳出では、温泉運営に要する職員の給料、賃金等人権費が、約２，５５０万円、

燃料費・光熱水費が約９６７万円、施設の修繕費が約８９０万円が主なものであり

ました。以上で議案第１２４号の提案理由の説明を終ります。  

 次に、議案第１２５号  平成１６年度名和町一般会計決算の認定について提案理

由のご説明を申し上げます。  

本案は、平成１６年度名和町一般会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法

第２３３条第３項の規定により、監査意見書を付して提出いたしましたので、認定

のほどよろしくお願いいたします。  

平成１６年度名和町一般会計決算の決算額は、歳入総額３５億２，３７３万４，

２２６円に対し、歳出総額３３億９，７２７万７，８１８円で、歳入歳出差引１億

２，６４５万６，４０８円となっております。  

次に、決算の内容について、歳入から説明を申し上げます。  

歳入調定額に対する収納率は、９８．８％で、収入未済額は４，２１４万７，４

３７円であります。  

平成１７年３月２８日の３町合併であったため、収納未済額は、前年度に比べて
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増加しておりますが、監査委員さんによります決算審査でも指摘を受けております

ように、滞納整理対策には徴収員をはじめ関係各課をあげて、収納率の向上に取り

組んでまいる所存であります。  

第１款 町税では、５億４，８１７万９，９７６円の決算額で、徴収率は、９３．

５％であります。このうち第１項町民税は、収入済額１億９，９１１万９，１４４

円で徴収率９４．４％、第２項固定資産税は、収入済額２億９，６６０万４３８円

で徴収率９２％、第３項軽自動車税は、収入済額１，７９４万８，６２０円で徴収

率９６．８％、第４項市町村たばこ税は、収入済額３，４５１万１，７７４円で徴

収率１００％であります。  

第２款 地方譲与税では、４，９７２万５，０００円の決算額であります。  

第３款 利子割交付金は、３５１万９，０００円の決算額であります。  

第４款 配当割交付金は、５２万６，０００円の決算額であります。  

第６款 地方消費税交付金は、６，９８９万７，０００円の決算額であります。  

 第７款 ゴルフ場利用税交付金は、１５１万１１円の決算額であります。  

第８款 自動車取得税交付金は、１，２５２万円の決算額であります。  

 第９款 地方特例交付金は、２，３６９万９，０００円の決算額であります。  

 第１０款 地方交付税は、１５億２，３８９万３，０００円の決算額であります。  

 第１１款 交通安全対策特別交付金は、７５万５，０００円の決算額であります。  

 第１２款  分担金及び負担金は、２億６，４２３万７，６５５円の決算額であり

ます。この主なものは、第 1 項負担金、第 1 目民生費負担金の保育所負担金４，１

３５万５，５９０円、第３目総務費負担金の電算システム統合事業負担金１億７，

０６６万、第４目  消防費負担金の防災行政無線統合事業負担金３，７４５万円で

あります。  

第１３款 使用料及び手数料は、３，０３３万８，０９９円の決算額であります。  

主なものは、第１項使用料、第６目土木使用料の住宅使用料１，５３４万４，５５

０円であります。  

第１４款  国庫支出金は、３，９４１万９，１９１円の決算額であります。この

主なものは、第 1 項国庫負担金、第 1 目民生費国庫負担金の児童手当負担金１，７

１５万３，６６６円、保険基盤安定負担金１，８３９万９，５２５円であります。  

 第１５款  県支出金は、１億４９万４，９７７円の決算額であります。その主な

ものは、第１項県負担金、第 1 目民生費負担金の知的障害者保護費ほか負担金９１

０万４，２４４円、保険基盤安定負担金９１９万９，７６２円、第２項県補助金、

第２目民生費補助金の特別医療費補助金１，３１３万６，８４３円、第４目農林水

産業費補助金の二十世紀梨再生促進事業費補助金ほか２，６３８万１，７１２円、

第３項委託金、第１目総務費委託金の参議院議員通常選挙費委託金９６１万１，８
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９９円であります。  

 第１６款  財産収入は、１７７万９，４７４円の決算額であります。この主なも

のは、第２項財産売払収入の漁業集落環境整備事業で生じた土地の売払収入１５０

万７５０円であります。   

第１７款 寄附金は、１６万２，２０４円の決算額で、一般寄附金であります。  

 第 1８款 繰入金は、４億４，１０５万６，０００円の決算額であります。主なも

のは、第 1 項特別会計繰入金、第２目公共下水道事業特別会計繰入金７００万円、

第２項基金繰入金で、第１目財政調整基金繰入金２億円、第２目減債基金繰入金１，

８８２万３，０００円、第３目ふるさと基金繰入金１，２６３万円、第４目公共施

設整備基金繰入金２億２００万円、第５目漁港建設事業推進基金繰入金６０万３，

０００円であります。  

 第１９款 繰越金は、５，２２５万３，１１７円の決算額であります。  

第２０款  諸収入は、３，７６６万９，５２２円の決算額であります。この主な

ものは、第４項雑入、第５目雑入の特別医療費に係る高額療養費繰替戻入金１，０

５７万４，２３７円、巡回バス運賃収入１０２万１，２００円であります。  

第２１款  町債は、３億２，２１０万円の決算額であります。その主なものは、

第１項町債、第１目総務債の減税補てん債９，８３０万円、臨時財政対策債２億７

００万円、第２目農林水産業債の漁業集落環境整備事業債１，０９０万円、第３目

土木債の地方特定道路整備事業債２９０万円であります。   

次に、歳出についてご説明申し上げます。  

 歳出の決算総額は、３３億９，７２７万７，８１８円で、予算執行率は７７．８％

でありますが、予算執行率の低下の要因は、年度中途の３町合併によるものであり

ます。 

 それでは、各款をおって概要をご説明いたします。  

 第１款 議会費は、８，６４５万７，４２３円の決算額であります。  

 第２款 総務費は、７億５，２０２万１，６６２円の決算額であります。主なも

のは、第１項 総務管理費で第１目一般管理費の大山支所建設工事費負担金２億７，

６２９万９，０００円、電算システム統合委託料１，０３４万１，４５０円、第３

目財産管理費の本庁舎改修工事費５，９８６万２，６００円であります。  

 第３款 民生費は、５億８，９６７万７，１１５円の決算額であります。この主

なものは、第１項  社会福祉費、第２目老人福祉費の高齢者居住環境整備費補助金

８４５万３，０００円、第８目障害福祉費の障害者支援に係る扶助費７，４６４万

２，４０８円、第２項児童福祉費、第２目児童措置費の児童手当２，６２３万円、

第２目保育所費の保育所運営費２億２，４２１万７，３５６円であります。  

 第４款 衛生費は、２億５，４５０万９，５８９円の決算額であります。この主
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なものは、第１項保健衛生費、第２目予防費の各種予防接種・検診委託料２，７５

０万１，６６０円、第２項清掃費、第２目塵芥処理費の廃棄物収集運搬委託料等５，

０４９万１，１０５円、西部広域行政管理組合負担金６，２４０万７，０００円、

第３目し尿処理費の西部広域行政管理組合負担金３，５５７万２，０００円であり

ます。 

 第５款 農林水産業費は、２億３，２９６万８，７４２円の決算額であります。

主なものは、第１項農業費  第３目農業振興費のチャレンジプラン支援事業費補助

金・中山間地域等直接支払推進事業費補助金等１，４６４万２，８０４円、第４目

畜産業費の堆肥等処理施設緊急整備事業費補助金１，４５８万円、第５目農地費の

県営担い手畑総名和町土地改良区分担金補助金１，５９２万２，５００円、第３項

水産業費、第４目漁業集落環境整備事業費の漁業集落道路整備工事費２，６１０万

１，９５０円であります。  

 第６款 商工費は、６，３４７万５６７円の決算額であります。この主なものは、

第１項商工費、第２目商工振興費の中小企業小口融資・同和地区中小企業特別融資

貸付金等５，１５９万８，０００円であります。  

 第７款 土木費は、１億７，６２４万９６円の決算額であります。主なものは、

第１項道路橋梁費  第５目緊急地方道路整備事業費の町道押平所子線道路改良工事

費１，３００万円、阿弥陀川橋架替工事負担金６，９９７万１，２５０円、第３項

住宅費、第１目住宅管理費の御来屋分譲地町営住宅分用地購入費２，５８０万であ

ります。  

第８款  消防費は、１億３，６９２万７，８０８円の決算額であります。主なも

のは、第１項消防費、第１目消防費の防災行政無線設備統合工事費２，２４７万円、

西部広域行政管理組合負担金１億１６６万３，０００円であります。  

 第９款 教育費は、３億４，１８９万３，３９６円の決算額であります。この主

なものは、第２項小学校費、第２目教育振興費の教職員用パソコン購入費３８５万

３，５００円、第３項中学校費、第１目学校管理費の名和中学校グランド改修工事

１５９万８，１００円、第４項社会教育費、第２目公民館の名和町公民館講堂改修

工事費９３１万５，６００円であります。    

 第１０款  災害復旧費は、５３６万７，４２５円の決算額であります。主なもの

は、第１項災害復旧費、第１目土木費災害復旧費の町道富長中屋敷線災害復旧工事

費３１２万円であります。  

 第１１款  公債費は、６億９，４０２万７，５３６円の決算額であります。この

主なものは、第１項公債費で、これまで取り組んでまいりました投資的事業に係る

起債元金及び利子償還金であります。  

 第１２款  諸支出金は、６，３７１万６，４５９円の決算額であります。この主
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なものは、各特別会計への繰出金で、国民健康保健特別会計の５，３０４万７，４

５９円、簡易水道事業特別会計の１，０６６万９，０００円であります。  

 以上、決算の概要をご説明いたしましたが、財産に関する調べにつきましては、

決算書の１３２ページ以降に、各部門の主要な施策につきましては、決算監査資料

に記載しておりますので、ご覧いただきますようよろしくお願いいたします。  

以上で、議案第１２５号の提案理由の説明を終わります。  

続きまして議案第１２６号、平成１６年度名和町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算認定について提案理由の説明をいたします。  

まず、新築資金勘定でありますが、本勘定における歳入総額は９３０万５，３４

１円で、歳出総額は、１，５３５万４５８円で、歳入歳出差引６０４万５，１１７

円の不足であります。この不足額は合併の事由により生じた債務であります。この

ため一般会計歳計現金繰替流用額は７００万円であります。歳入の主なものは、貸

付金元利収入９３０万５，３４１円であり、歳出の主なものは、公債費１，５３０

万１，８９８円であります。  

次に、改修資金勘定でありますが、本勘定における歳入総額は、２１３万２，２

６８円で、歳出総額は、３６８万５，０７６円で、歳入歳出差引１５５万２，８０

８円の不足であります。この不足額は合併の事由により生じた債務であります。こ

のため一般会計歳計現金繰替流用額は２００万円であります。歳入は、貸付金元利

収入２１３万２，２６８円であり、歳出は、公債費３６８万５，０７６円でありま

す。 

次に、宅地取得資金勘定でありますが、本勘定における歳入総額は、５０万３，

８０４円で、歳出総額は、２１２万９，４５０円で、歳入歳出差引１６２万５，６

４６円の不足であります。この不足額は合併の事由により生じた債務であります。

このため一般会計歳計現金繰替流用額は２００万円であります。歳入は、貸付金元

利収入５０万３，８０４円であり、歳出は、公債費２１２万９，４５０円でありま

す。 

よろしくご審議のうえ、ご認定いただきますようお願いします。以上で議案第１

２６号の提案理由の説明を終わります。  

 次に、議案第１２７号  平成１６年度名和町土地取得特別会計歳入歳出決算の認

定について提案理由のご説明を申し上げます。  

 本案は、平成１６年度の歳入歳出決算が確定したことにともない、地方自治法第

２３３条第３項の規定により議会の認定を求めるものであります。本会計の歳入歳

出決算額は、歳入歳出それぞれ１，１５２円で、歳入歳出差引残額は、なしとなっ

ております。 

 歳入についてご説明をいたします。  
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第１款 財産収入、第１項財産運用収入、第１目利子及び配当金１，１５２円は、

土地開発基金積立金から生じた利息であります。  

 次に、歳出についてご説明をいたします。  

第１款 基金積立金、第１項基金積立金、第 1 目基金積立金１，１５２円は、歳

入でご説明をいたしました土地開発基金積立金から生じた利息を、土地開発基金に

積立したものであります。  

以上で、議案第１２７号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１２８号  平成１６年度名和町地域休養施設特別会計歳入歳出決算

の認定について、提案理由の説明を申し上げます。  

本案は、平成１６年度の歳入歳出が確定したことに伴い地方自治法第２３３条第

３項の規定により議会の認定を求めるものであります。  

 本町の恵ぐまれた大自然の中で、レクリエーションや研修を幅広く利用していた

だける拠点として、山香荘は地元や県外客にも好評をいただいております。しかし

長引く景気の低迷、観光客の多様性によりまして利用者が減少している現状です。

このため平成１６年１０月からは、合宿、研修を対象として宿泊料の値下げをおこ

ない、合宿客の受入れを中心にした経営に取り組んでいます。しかしながら、有料

利用者数は１１，２２２人で前年の１４，３９０人に対し１２％の減少となりまし

た。 

歳入の使用料及び手数料  ２，４３８万２，０００円の収入済額は施設使用料です。  

主なものは、宿泊１，８２４万５，０００円、休憩２２５万８，０００円、仕出

し４０９万円、くれハウス・バンガロー１７９万３，０００円、売店自販機外２６

４万円であります。このうち前年度に比べ増額したものは、仕出しで２００％の増

額、大きく減額となったものは、一般利用者の減少にともないで宿泊が１７％の減、

休憩７３％の減、食堂７３％の減となっています。   

次に歳出では、総務費４，７９１万８，０００円の支出済額は施設管理費です。  

歳入の収入済額合計が２，４３８万２，９１４円、歳出の支出済額合計が４，７９

１万７，９３３円、歳入歳出差引不足額２，３５３万５，０１９円となっておりま

す。この不足額は、合併に伴い発生した債務であり、合併後の会計に引き継ぐもの

であります。以上で、議案第１２８号の提案理由の説明を終わります。  

○議長（鹿島  功君）  ここで暫時休憩いたします。再開は１時からとしたいと思

います。日程が詰んでおりますので、よろしくお願いします。  

午後１２時 

────────────────・───・────────────────  

午後１時２分 

○議長（鹿島 功君） 再開いたします。引き続き町長の説明を求めます。  
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○町長（山口  隆之君）  それでは、議案第１２９号  平成１６年度名和町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、その概要を説明いたします。  

 事業勘定におきまして、歳入総額６億５ ,４２７万３,４８４円、歳出総額６億７,

０８１万２ ,３５０円で、歳入歳出差し引き１，６５３万８ ,８６６円の不足となっ

ております。この不足額は、合併の事由により生じた債務であり、一般会計より１，

７００万円歳計現金繰替流用いたしております。  

 歳入から主なものを説明いたします。金額につきまして千円未満は省略させてい

ただきます。 

第１款 国民健康保険税の収入済額は、２億３ ,３６３万円で収納率は、現年度分

９２．６７％、過年度分１８．６４％であります。  

第２款 使用料及び手数料５万７，０００円は、督促手数料であります。   

第３款 国庫支出金１億８,４０７万９，０００円は、療養給付費等負担金１億６ ,

４９２万８，０００円、財政調整交付金１ ,９１５万１，０００円であります。  

 第４款 県支出金２８６万７，０００円は、高額医療費共同事業県負担金であり

ます。 

 第５款 療養給付費交付金９,５７６万円は、退職被保険者の医療費に係るもので

あります。 

 第６款 共同事業交付金２ ,０３８万円は、７０万円以上の高額療養費に対する交

付金であります。  

第７款 財産収入２，０００円は、積立利子であります。  

第９款  繰入金５ ,０２６万２，０００円は、一般会計繰入金５ ,０２６万円と基

金繰入金２，０００円であります。  

 第１０款 繰越金６,０３４万５，０００円は、前年度決算による繰越金でありま

す。  

 第１１款  諸収入６８９万円は、前年度実績による療養給付費負担金、退職者医

療交付金追加分及び高額医療費共同事業返還金が主なものであります。  

 次に歳出について説明いたします。  

第１款  総務費４４２万５，０００円は、電算処理業務委託料が主なものであり

ます。 

 第２款 保険給付費４億８ ,６１４万１，０００円は、１１か月分の医療給付費で

前年度の同期に比較して増となっております。  

 第３款 老人保健拠出金１億１ ,８５４万１，０００円は、社会保険支払基金への

拠出金１１か月分であります。  

 第４款 介護納付金４，０００万６，０００円は、社会保険支払基金への介護給

付費に対する納付金１１か月分であります。  
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 第５款 共同事業拠出金１ ,５０３万２，０００円は、高額医療に対する共同事業

拠出金１１か月分であります。  

 第６款 保健事業費６２９万７，０００円は、人間ドック委託料が主なものであ

ります。 

 第７款 基金積立金２，０００円は、積立金利子を積み立てるものであります。

平成１６年度末の基金保有額は１億４９５万７ ,９６８円であります。  

 第９款 諸支出金３６万４，０００円は、保険税の還付金が主なものであります。  

 次に直営名和診療所施設勘定について説明をいたします。  

直営診療施設勘定の歳入総額は、９ ,４７４万３,９１８円、歳出総額は、９,８０

９万５,０３４円で、歳入歳出差引３３５万１ ,１１６円の不足となっております。

この不足額は、合併の事由により生じた債務であります。このため、４００万円を

一般会計歳計現金繰替流用いたしております。  

 歳入から主なものを説明いたします。  

 第１款 診療収入７,０７９万４，０００円は、各保険者からの診療報酬収入、外

来一部負担金が主なものであります。  

 第２款 使用料及び手数料９１万４，０００円は、健康診断料が主なものであり

ます。 

 第５款 繰入金２７８万７，０００円は、医師住宅建築に係る施設整備繰入金で

あります。 

 第６款  繰越金１,２８７万９，０００円は、前年度決算によるものであります。 

 第７款 諸収入７３６万８，０００円は、予防接種委託料が主なものであります。  

 次に歳出について説明いたします。  

 第１款 総務費５,０３５万４，０００円は、医師、看護士等の人件費及び派遣医

師の報償費、医療事務委託料、レセプトコンピーター借上料が主なものであります。   

 第２款 医業費４,２１６万５，０００円は、医療用機械器具の借上料、及び内視

鏡洗浄消毒器、自動除細動器の備品購入費、医療用衛生材料費、各種検査委託料が

主なものであります。  

 第３款 公債費５５７万４，０００円は、前年度と同額で起債の償還金でありま

す。 

 以上で議案第１２９号の提案理由の説明を終わります。  

議案第１３０号  平成１６年度名和町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について説明いたします。  

歳入の決算総額１億８５３万７，９０７円に対し、歳出決算総額は１億１４８万

４，２９２円で差引残額７０５万３，６１５円を平成１６年度大山町開拓専用水道

特別会計に３１７万４，１７５円、大山町水道事業会計に３８７万９，４４０円を
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繰越をいたしております。  

歳入について説明をいたします。  

第 1 款 分担金及び負担金の２４６万８，０００円は水道加入負担金と開拓水道

香取水源管理負担金であります。  

第２款  使用料及び手数料の６，０４８万５，３２１円は、水道使用料と指定工

事店登録手数料であります。  

第３款 寄付金の４０万円は開拓水道加入金であります。  

第４款  繰入金の１，０６６万９，０００円は人件費及び施設改良費不足分を一

般会計から繰入しております。  

第５款繰越金の３８４万１，９３６円は前年度からの繰越金であります。  

第６款諸収入の３，０６７万３，６５０円は下水道工事と県工事に伴う水道管移

転補償費であります。  

次に歳出について説明します。  

第１款  総務費の３，４４５万１，５３２円は人件費を含む施設管理に要した経

費であります。 

第２款  施設改良費の３，６５４万２，１００円は公共下水道工事、県工事に伴

う水道管移転工事等であります。  

第３款 公債費の３，０４９万６６０円は起債の元利償還金であります。  

第４款  予備費からの支出はございません。以上で議案第１３０号の提案理由の

説明を終わります。  

 次に、議案第１３１号  平成１６年度名和町老人保健特別会計歳入歳出決算の認

定について、提案理由の説明を申し上げます。  

  本会計の歳入総額は、７億１,１０２万２,５５９円、歳出総額は、７億４,９６６

万９,３９８円で、歳入歳出差引３ ,８６４万６,８３９円の不足となっております。

この不足額は、合併の事由により生じた債務であります。このため、３ ,９００万円

を一般会計歳計現金繰替流用いたしております。１人当たりの医療費は、前年度の

同期に比較して増となっております。  

 歳入から主なものを説明いたしますが、金額につきまして千円未満は省略させいい

ただきます。 

  第１款  支払基金交付金４億５ ,２８５万１，０００円は、社会保険診療報酬支払

基金から医療費に係る交付金  ４億４ ,９６６万２，０００円と、審査支払手数料交

付金３１８万９，０００円であります。 

  第２款   国庫支出金２億７６１万７，０００円は、医療費に係る国庫負担金であ

ります。 

  第３款  県支出金５,０５５万４，０００円は、医療費に係る県負担金であります。 
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  次に歳出について説明いたします。  

第１款 医療諸費７億４,９４０万６，０００円は、医療給付費・医療支給費及び

審査支払手数料であります。  

第２款  諸支出金２６万２，０００円は、前年度実績に伴う交付金の償還金であ

ります。以上で議案第１３１号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１３２号  平成１６年度名和町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について説明いたします。  

歳入の決算総額は８，６８６万２，１５２円に対し、歳出決算総額は１億３，３

６１万６，６４７円で歳入歳出差引歳入不足額４，６７５万４，４９５円は合併の

事由により生じた債務であり、このため４，７００万円を一般会計歳計現金から繰

替流用し決算をおこなっています。  

歳入について説明をいたします。  

第１款 分担金及び負担金の６万円は滞納繰越分の加入負担金であります。  

第２款 使用料及び手数料の４９２万７，７５２円は下水道使用料であります。  

第３款  国庫支出金の３，９６４万３，０００円は光徳地区農業集落排水事業に

対する補助金であります。  

第６款  諸収入の１３３万１，４００円は河川改修事業に伴う下水管移転補償費

であります。 

 第７款 町債の４，０９０万円は当会計事業費に充当しております。  

次に歳出について説明します。  

第 1 款 総務費の６０５万１，５３２円は処理場等の施設管理に要した経費であ

ります。 

第２款  農業集落排水事業費の９，１２１万５，５６１円は光徳地区の下水処理

施設及び管路の設計や施設用地取得に要した経費であります。     

第３款 公債費の３，６３４万９，５５４円は起債の元利償還金であります。  

第４款  諸支出金、第５款予備費は支出はなく全額不用額としております。以上

で議案第１３２号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１３３号  平成１６年度名和町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について説明いたします。  

歳入の決算総額５億８，３３６万７，７３０円に対し、歳出決算総額は６億４，

６８０万５，２３５円で歳入歳出差引歳入不足額６，３４３万７，５０５円は合併

の事由により生じた債務であり、このため３億円の一時借入金の返済をせずに決算

をおこなっています。  

歳入について説明します。  

第１款 分担金及び負担金の３，４５０万円は加入負担金であります。  
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第２款  使用料及び手数料の１，８８４万４，２３５円は下水道使用料でありま

す。 

第３款  国庫支出金の２億４，９００万円は公共下水道事業に対する補助金であ

ります。 

第６款 諸収入の９８２万３，４９５円は消費税等還付金であります。  

 第７款 町債の２億７，１２０万円は当会計事業費に充当しております。  

次に歳出について説明します。  

第 1 款 総務費の１，７４９万３，３１３円は処理場等の施設管理に要した経費

であります。 

第２款  公共下水道事業費の５億６，１０１万２，１９２円は下水管新設工事や

工事設計業務委託等に要した経費であります。     

第３款 公債費の６，１２９万９，７３０円は起債の元利償還金であります。  

第４款  諸支出金の７００万円は公共下水道推進基金に積立するため一般会計に

繰出しております。  

第５款予備費は支出がなく全額不用額としております。以上で議案第１３３号の

提案理由の説明を終わります。  

 次に、議案第１３４号  平成１６年度名和町分譲宅地造成事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、提案理由の説明をいたします。  

 この会計は、旧名和町の分譲宅地「御来屋団地」「東岡山団地」の会計であります。  

歳入の決算総額３，４２９万６，０００円に対し、歳出の決算総額３，１６９万

６，０９０円で、差引残額２５９万９，９１０円を新大山町の宅地造成事業特別会

計に繰り入れをしております。  

歳入について説明します。  

第１款  財産収入３，４２９万６，０００円は、町営住宅御来屋団地への土地売

払収入２，５８０万円と２区画の土地売払収入８４９万６，０００円であります。  

 次に歳出の主なものについて説明いたします。  

第２款  公債費３，１６９万６，０８５円は繰上償還を行い、元金利子ともに返

済を終えました。以上で議案第１３４号の提案理由の説明を終わります。   

 次に、議案第１３５号  平成１６年度名和町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について提案理由の説明を申し上げます。  

  本会計におきまして、歳入総額４億６ ,９５０万２,３９９円、歳出総額５億１,９

６５万８,７３９円で、歳入歳出差引５,０１５万６,３４０円の不足となっておりま

す。この不足額は、合併の事由により生じた債務であり、このため、５ ,１００万円

を一般会計歳計現金繰替流用いたしております。 

歳入から説明をいたしますが、金額につきまして千円未満は、省略させていただ
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きます。 

第１款 介護保険料保険料の収入済額は９ ,３０１万２，０００円で、収納率は現

年度分で９８．６２％、過年度分で５４．８９ %、収入未済額は１７６万９，０００

円であります。 

  第２款  使用料及び手数料  １万４，０００円は督促手数料であります。  

第３款 国庫支出金１億３,０４２万８，０００円は、介護給付費に係る国庫負担

金 １億３５４万３，０００円、調整交付金  ２ ,６８８万５，０００円であります。   

  第４款  支払基金交付金１億６ ,１３３万２，０００円は、第２号被保険者の納付

保険料が介護給付費交付金として交付されたものであります。   

  第５款  県支出金６,６８７万５，０００円は、介護給付費の県負担金として交付

されたものであります。  

  第７款 繰越金１,７８３万９，０００円は前年度決算によるものであります。  

 次に歳出について、説明いたします。  

第１款 総務費６２６万７，０００円は、電算処理業務委託料、介護認定主治医  

意見書作成委託料及び介護認定審査会負担金が主なものであります。    

第２款  保険給付費５億７４８万６，０００円は、介護サービス等諸費４億８ ,８

３５万９，０００円と支援サービス等諸費１ ,６２１万７，０００円が主なものであ

ります。 

  第３款   財政安定化基金拠出金６０万１，０００円を鳥取県介護保険財政安定化

基金に拠出しております。  

  第４款   公債費５３０万３，０００円は、鳥取県財政安定化基金からの借入金第

２回目の償還金であります。  

  以上で議案第１３５号の提案理由の説明を終わります。  

  次に、議案第１３６号  平成１６年度名和町風力発電事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、提案理由の説明をいたします。 

歳入の決算総額４億４，４９３万５，０９２円に対し歳出決算総額は、４億４，

１８６万６，７０４円で、差引３０６万８，３８８円を余剰金として新町に引き継

ぎました。 

歳入について説明をいたします。  

第１款 県支出金、第２款 繰入金の収入はありませんでした。  

第３款  諸収入２億３７３万５，０９２円は、売電収入１００万６，２５１円、

新エネルギー・産業技術総合開発機構からの建設事業費補助金１億８，８０５万７，

３９０円と啓発事業費補助金８３１万１，４５１円及び中国産業活性化センターか

らの建設事業費助成金６３６万円であります。 

第４款  町債２億４，１２０万円は、建設事業のために発行した風力発電事業債
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１億９，１２０万円とミニ市場公募債５，０００万円であります。  

次に歳出について説明いたします。  

第 1 款 総務費１６０万９，０８２円は、建設工事監督員並びに電気主任技術者

賃金１３０万円、発電所維持管理のための電気料金１３万６，７１１円、電話料金

１０万１，４８３円が主なものであります。  

第２款  事業費４億４，０１３万３，９０３円の主な内容は、発電所建設事業に

おける発電した電気を配電線に接続するための連係協議委託業務費１８９万円、建

設工事費４億１，８１５万５，１５０円、配電線に接続するための連系工事補償金

９２４万２，８８２円、自然エネルギーと環境を考えるための啓発事業におけるシ

ンポジウム開催経費３４万２，２００円、新聞広告料５２万５，０００円、啓発ミ

ュージカル開催委託費７３０万５，６５１円、ミニ市場公募債発行にかかる証券印

刷費６９万３，０００円、業務手数料８１万１，０２０円であります。  

第３款  公債費１２万３，７１９円は、平成１５年度に発行しました起債の据置

期間中の償還利息であります。  

以上で、議案第１３６号の提案理由の説明を終わります。 

次に、議案第１３７号  本案は、平成１６年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定を

お願いするものであります。 

決算額は、歳入が４２億２，４４２万３，８１０円に対し、歳出が４４億９，０４８万

６，５０１円で、歳入歳出差引２億６，６０６万２，６９１円の赤字となり、新町に引き

継ぐこととなりました。歳入での調定額のうち、未収金は、１億８，５６８万９，２７４

円であります。年度中途の合併のため、未収金は多くなっており、町税未収額は、１，６

００万円余りの不能欠損処分を行ったにもかかわらず約９，９００万円となっており、固

定資産税等の大口の滞納者が固定化している傾向が伺え、憂慮すべき実態でありますが、

未収金対策については、現在、税だけではなく料金も含めて、班体制、また、徴収嘱託員

を採用し、引き続き集金対策に鋭意取り組んでいるところでありご理解をお願いするもの

であります。 

それでは、一般会計決算の内容について、歳入からご説明いたします。 

第５款 町税は、調定額６億２，１３１万９，４９７円に対し、収入済額５億６５８万

７，８４９円で、徴収率８１．５％でありました。項５ 町民税は調定額１億８，４１９

万９，１６６円に対し、収入済額１億５，５７０万５，３６５円で、徴収率８４．５％、

項１０固定資産税は、調定額３億９，６７０万４，６８３円に対し、収入済額３億１，

３０３万７，７８０円で、徴収率７８．９％でした。 

第１０款 地方譲与税は、５，１９４万５，０００円の決算であります。税源移譲に

より新設された項５ 所得譲与税は、１，１２６万４，０００円でありました。第１８

款地方消費税交付金は、５，８８４万５，０００円で、対前年度比１２％の増でありま
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す。 

第３０款 地方交付税は、１６億９，４１３万４，０００円で、対前年度比４．０％

の減であり、主な減額理由は、大山山麓土地改良事業の負担金措置額の減であります。 

第４５款 分担金及び負担金は、６億９，０２５万８，３５９円の決算額で、主なも

のは、目１総務費負担金５億５，２５９万８，０００円で、これは、庁舎建設事業に対

する旧名和町・旧中山町からの負担金であります。 

第５０款 使用料及び手数料は、４，１２８万７３６円の決算額であります。 

第５５款 国庫支出金は、５，１２９万８，３８２円の決算額で、主なものは目５民

生費負担金４，０５７万５，１２４円であります。 

第６０款 県支出金は、２億９，７０５万５，７４４円で、主なものは、項１０県補

助金 目２０ 農林水産業費県補助金で、中山間地域等直接支払い推進事業補助金４，

８２７万３，７５０円、繰り越し分の木材産業構造改革事業補助金１億６，２７３万３，

０００円などであります。 

第６５款 財産収入は、６，８３１万１６９円の決算額で、主なものは、町有土地売

り払い収入６，５１２万５，５２５円であります。 

この内容は、国道９号線福尾地内から所子地内までの県道バイパスの新設に伴うもの、

県道大山口・大山線の改良事業に伴うもの、及び中ノ原スキーセンター周辺の町有地を

上水道事業用地として、水道事業会計に払い下げたものであります。 

第７０款 寄附金は、３０万円の決算であります。 

第７５款 繰入金は、１億６，２８７万５，５１４円の決算額で、主なものは、減債

基金繰入金５，０００万円、公共施設等建設基金繰入金１億円であります。 

第８０款 繰越金は、１億４，１３５万４８２円の決算でした。 

第８５款 諸収入は、１億１，２２８万４，１４９円の決算額で、主なものは、項２

０雑入で、市町村情報化支援交付金８２９万円、汗入土地開発公社事業収益金２，１１

４万１，１０４円、町道押平橋取り壊し補償費３，１１１万９，８５８円、地域新エネ

ルギービジョン策定等事業費補助金６３８万１，７７０円などであります。 

第８５款 町債は、３億４１０万円の決算額で、主なものは、住民税等減税補てん債

９，３１０万円、臨時財政対策債２億２１０万円であります。 

次に歳出について、ご説明いたします。 

各款をおって、主な内容についてご説明いたします。 

第５款 議会費は、７，５７２万７６１円の決算額であります。 

第１０款 総務費は、１５億４，１１０万９，９０２円の決算額であります。主なも

のは、項５総務管理費、目２５財産管理費で、庁舎等建設事業８億４，５６７万２，０

００円、土地取得特別会計繰出金１億３，５３７万３，０００円、目４０諸費で、電算

システム統合負担金８，５３３万円などであります。 
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第１５款 民生費は、５億６，７６２万４，６０５円の決算額であります。主な内容

は、項５ 社会福祉費項５社会福祉総務費で、第３子以降すくすく子育て祝い金１，５

００万円、特別医療費４，０４３万９，０００円、支援費制度７，４８７万１，０００

円、目１５老人福祉費で、社会福祉施設整備費補助金４，７０３万７，０００円、項１

５児童福祉費では、保育所運営費１億７，４４０万３，０００円、児童手当２，８４７

万５，０００円などであります。 

第２０款 衛生費は、２億６，３５９万５，５４７円の決算額であります。主なもの

は、項１０清掃費 目５ 塵芥処理費で、ごみ収集・焼却処理委託料６，０１０万３，０

００円、西部広域行政管理組合負担金５，２６６万６，０００円であります。 

第２５款 農林水産業費は、４億９，７６８万５，２８３円の決算額で、主なものは、

項５ 農業費 目１５ 農業振興費で、中山間地域等直接支払事業６，５０８万６，００

０円、目３０農地費で、畑地帯総合整備事業負担金２，９９２万円、目３２ 地籍調査

費 ４，０２１万９，０００円、項１０ 林業費 目５ 林業振興費では、木材産業構造改

革推進事業補助金１億６，２７３万３，０００円などであります。 

第３０款 商工費は、１億１，４８６万２，５９３円の決算額で、主なものは、項５

商工費、目５商工振興費で、小口融資貸付事業貸付金５，８００万円、目１０観光費で、

町観光協会助成１，６４９万４，０００円、街並み修景施設整備補助金５９２万７，０

００円などであります。 

第３５款 土木費は、３億４，９５４万１，４９７円の決算額で、主なものは、項１

０道路橋りょう費 目１０ 道路新設改良費で、地方道路交付金事業（末長押平線）２億

３，４９７万円、単町での町道７路線改良事業４，８２５万円であります。 

第４０款 消防費は、１億１，６３０万２，５５１円の決算額で、主なものは、西部広域

行政管理組合負担金９，４１６万５，０００円、妻木地区防火水槽新設事業５０７万２，

０００円であります。 

第４５款 教育費は、３億３，９０２万７，５５４円の決算額で、主なものは、款全体で、

小中学校の施設改修・公民館の改修費あわせて２，８５７万５，０００円であります。 

第５５款 公債費は、５億９，４１４万６，２０８円の決算額で、過去に起債した減税補

てん債の一括償還があり、対前年度比１４．９％の伸びとなっています。 

第６０款 諸支出金は、３，０８７万円の決算額で、これは索道会計の財産であった「大

山無料休憩所」を一般会計で取得した経費であります。詳細については、一般会計決算説

明資料をご覧いただきますようよろしくお願い申しあげます。 

次に、議案第１３８号  平成１６年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定

をお願いするものであります。 

歳入決算額が、１億３，５３７万５，６５２円、歳出決算額が、１億３，５３７万５，

３４３円で、歳入歳出差引３０９円を新町に引き継ぐこととなっております。平成１３
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年度に、土地開発基金の現金で先行取得しておりました、旧大山町庁舎等の用地１万６，

８０６㎡の購入費を、一般会計からの繰り入れでまかない、歳出側で、土地開発基金保

有の土地の現金還元を図ったものであります。以上で、提案理由を終ります。  

議案第１３９号  平成１６年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について提案理由の説明をいたします。  

 この会計は、高齢者や障害者の住宅を整備する資金の貸付事業の特別会計で、既

に貸付事業を終了し、起債の償還も終了し、現在は貸付未収金の徴収に係る特別会

計であります。  

決算額は、歳入総額が４万９，４６１円、歳出総額が４万９，０００円で歳入歳

出差引４６１円の収支残となっております。  

歳入の主なものについては、貸付金元利収入４万９，４００円であり、歳出の主

なものについては、一般会計繰出金４万９，０００円であります。以上で議案第１

３９号の提案理由の説明を終わります。      

議案第１４０号  平成１６年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算認定について提案理由の説明をいたします。  

決算額は、歳入総額が２，０３６万９，５６５円で、歳出総額は、８，４７４万

６８８円で、歳入歳出差引６，４３７万１，１２３円の不足であります。この不足

額は、合併の事由により生じた債務であります。このため、一般会計歳計現金繰替

流用額が６，４４０万円であります。  

歳入の主なものは、貸付金元利収入２，０３６万９，５６５円であり、歳出では

総務費４４万８３円、公債費３，２９５万９，０７９円、繰上充用金５，１３４万

１，５２６円であります。よろしくご審議のうえ認定をお願いいたします。以上で

議案第１４０号の提案理由の説明を終わります。  

議案第１４１号 平成１６年度大山町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳

出決算認定について提案理由の説明をいたします。   

平成１７年３月２７日現在、全世帯に占める世帯加入率は約６３％、全人口に占める

加入率は約４０％、被保険者のうち老人医療給付対象者の占める割合は約３５％であり

ます。  

 平成１６年度の決算額は、歳入総額が４億７，２６９万３，８６６円、歳出総額

が５億６，７３５万７，３２２円であり、歳入歳出差引歳入不足額９，４６６万３，

４５６円であります。この不足額は、合併の事由により生じた債務であります。こ

のため、一般会計歳計現金繰替流用額が９，４７０万円であります。  

また、繰越金を除く実質収支は、１億３，４７９万２，０３５円の赤字であります。  

歳出の大部分を占める保険給付費は３億８，７３８万８，２４３円、老人保健拠

出金は１億２０３万９，５２１円となっております。  
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保険給付費の対前年度比は、平成１４年度が１６．８％の減少、平成１５年度が

４１．０％の増加、平成１６年度が８．２％の減少となります。  

平成１６年度老人保健拠出金は対前年度比２９．１％減少しておりますが、保険

給付費の内容を見ますと、一般被保険者の療養給付費が対前年度比８．１％の減少、

高額療養費が１１．３％の増加であります。また、退職被保険者の療養給付費は９．

５％の減少、高額療養費が５６．５％減少しております。この減少は合併の事由に

より生じたものです。本事業が円滑に運営されることは、住民の保健福祉の向上に

寄与しているものと考えておりますが、加入者の高齢化などにより、医療費は増加

の傾向であります。以上で議案第１４１号の提案理由の説明を終わります。  

 次に、議案第１４２号  平成１６年度大山町国民健康保険特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算認定について提案理由の説明をいたします。  

  決算額は、歳入総額が、３億１，４９２万５，３２５円であり、診療所別では、

大山診療所が１億１，９７０万５，２８４円、大山口診療所が１億６，０２８万２，

４９７円、大山口リハビリセンターが３，４９３万７，５４４円であります。   

歳出総額は、２億８，０６４万７，９９９円であり、診療所別では、大山診療所

が、１億２，５２８万８，１６４円、大山口診療所が１億１，０８３万５，０２１

円、大山口リハビリセンターが４，４５２万４，８１４円であります。  

  歳入歳出差引は、３，４２７万７，３２６円の黒字であります。診療所別では、

大山口診療所が、４，９４４万７，４７６円の黒字であります。大山診療所が、５

５８万２，８８０円の赤字であります。この歳入不足額は、合併の事由により生じ

たものであります。  

大山口リハビリセンターは、平成１３年５月に開院し、開院４年目であり、９５

８万７，２７０円の赤字であります。この歳入不足額は、主に合併の事由により生

じたものであります。全体的には健全な経営ができているものと考えております。

以上で議案第１４２号の提案理由の説明を終わります。  

 次に、議案第１４３号  平成１６年度大山町老人保健事業特別会計歳入歳出決算

の認定についての提案理由の説明をいたします。  

 決算額は、歳入総額が７億３，９６６万２，９１６円で、歳出総額が、８億５，

８２６万９，２４６円で、歳入歳出差引１億１，８６０万６，３３０円の歳入不足

であります。この不足額は、合併の事由により生じた債務であります。  

 このため、一般会計歳計現金繰替流用額が１億１，８７０万円であります。歳入

の主なものについては、支払基金交付金が、４億９，１８７万４，０００円、国庫

支出金が、２億２３３万９，８０１円、県支出金が、４，５４４万９，０００円で

あります。 

歳出の主なものについては、医療諸費が、８億４，０６２万２，４８４円、諸支
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出金として支払基金償還金が、４，１６４万１１９円、平成１５年度会計への繰上

充用金が１，３４７万２，１２９円であります。以上で議案第１４３号の提案理由

の説明を終わります。  

次に、議案第１４４号  平成１６年度大山町介護保険事業特別会計（保険事業勘

定）歳入歳出決算認定について提案理由の説明を申しあげます。  

 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）は平成１２年度から施行されました。１

６年度末の６５才以上のかたは１，９５５人、その内４４６名の要支援、要介護度

の方々がおられ、６５才以上の方の約２２％であります。また、在宅サービス利用

者は２３６名、施設介護サービス利用者は７８名です。  

 本案は１６年度の歳入歳出決算の認定をお願いするものであります。歳出につき

ましては、施設介護サービス費が２億６，２７０万円ともっとも多く、一月当たり

平均７５名の方がサービスを利用されております。  

 平成１６年度の決算額は、歳入総額４億２，００２万１，７４２円  歳出総額５億

１，４６９万８，７２３円で歳入歳出差引歳入不足額９，４６７万６，９８１円で

あります。この不足額は、合併の事由により生じた債務であります。このため、一

般会計歳計現金繰替流用額が９，５００万円であります。以上で議案第１４４号の

提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１４５号  平成１６年度大山町介護保険事業特別会計（介護サービ

ス事業勘定）歳入歳出決算認定について提案理由の説明をいたします。  

決算額は、歳入総額が２，７０９万１，０２３円で、歳出総額は、３，０５２万

６，１２３円で、歳入歳出差引３４３万５，１００円の歳入不足であります。この

不足額は、合併の事由により生じた債務であります。このため、一般会計歳計現金

繰替流用額が３５０万円であります。  

  歳入の主なものは、介護給付費収入２，２７９万４，０４０円、自己負担金４２

７万４，８１２円であり、歳出では、施設管理費１，３２６万７，４８１円、施設

介護サービス事業費１，７２５万８，６４２円であります。以上で議案第１４５号

の提案理由の説明を終わります。  

議案第１４６号  平成１６年度旧大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について説明いたします。  

歳入の決算総額２，８０５万７，０６１円に対し、歳出決算総額は５，７８１万

５，５９５円で歳入歳出差引歳入不足額２，９７５万８，５３４円は合併の事由に

より生じた債務であり、このため２，９８０万円を一般会計から歳計現金を繰替流

用し決算しております。  

歳入について説明いたします。  

第５款  事業収入の１，４３３万４，１００円は水道使用料、工事負担金であり



 49 

ます。 

第７款  国庫支出金の１，２２３万円は、豊房水源増補改良工事に対する補助金

であります。 

第１０款 他会計繰入金の１４９万２，２６４円は一般会計繰入金であります。  

第１５款 繰越金の７８７円は前年度繰越金であります。  

次に歳出であります。  

第５款  維持管理費の２４９万８８１円は施設の維持管理に要する経費でありま

す。 

第６款  事業費の５，４００万１，４１４円は佐摩の老朽石綿管布設替工事、豊

房地区水源増補改良工事、赤松地区水道施設工事等によるものであります。  

第１０款 公債費の１３２万３，３００円は起債の元利償還金であります。  

第４款  予備費からの支出はありません。以上で議案第１４６号の説明を終わり

ます。 

次に、議案第１４７号  平成１６年度旧大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について説明をいたします。  

歳入の決算総額４，１７５万５，４５７円に対し、歳出決算総額は１億５，１２

９万９，５０７円で歳入歳出差引歳入不足額１億９５４万４，０５０円は合併の事

由により生じた債務であり、そのため１億９６０万円を一般会計から歳計現金を繰

替流用し決算をおこなっています。  

歳入について説明します。  

第５款 分担金及び負担金の５９万５，０００円は受益者負担金であります。  

第１０款  使用料及び手数料の２，８９０万３，２１７円は下水道の使用料であ

ります。 

第３０款 繰入金の４８万８，０００円は一般会計繰入金であります。  

第３５款 繰越金の９１万４，２４０円は前年度繰越金であります。  

 第４０款 諸収入の５万５，０００円は建物災害共済金等であります。  

 第４５款  町債の１，０８０万円は償還期間を延ばすため借り換えをおこなった

ものです。 

次に歳出について説明します。  

第５款  事業費の３，０１８万８，０４９円は人件費、処理場等の施設管理等に

要した経費であります。  

第６款 諸支出金の４，３０５円は下水使用料の還付金であります。     

第１０款  公債費の１億２，１１０万７，１５３円は起債の元利償還金でありま

す。 

以上で議案第１４７号の説明を終わります。  
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議案第１４８号  平成１６年度旧大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてご説明を申し上げます。  

歳入の決算総額４億３，７００万２，３８２円に対し、歳出決算総額は９億８，

６７５万９，２２１円で歳入歳出差引歳入不足額５億４，９７５万６，８３９円は

合併の事由により生じた債務であり、このため４億円を基金からの一時借入金で充

用並びに１億５，０００万円を一般会計から歳計現金を繰替流用し決算をおこなっ

ています。 

歳入について説明します。  

第５款  分担金及び負担金の２，５１２万１，６００円は赤松の池公衆トイレ等

の受益者負担金であります。  

第１０款  使用料及び手数料の４，２７１万８，６１４円は下水道使用料であり

ます。 

第１５款  県支出金の３億４，４９１万５，０００円は当事業に対する補助金で

あります。 

第２５款 繰入金の１，０４５万８，０００円は一般会計繰入金であります。  

第３０款 繰越金の２９万１，８８８円は前年度繰越金であります。  

 第３５款  諸収入の１，３４９万７，２８０円は消費税等還付金、建物災害共済

金等であります。  

次に歳出について説明します。  

第５款 事業費の８億６，３８３万８，３７５円は人件費、処理場等の施設管理、

並びに赤松地区、清原末長地区の処理施設と管路布設工事に要した経費であります。 

第６款 諸支出金の３，７８０円は下水使用料の還付金であります。     

第１０款  公債費の１億２，２９１万７，０６６円は起債の元利償還金でありま

す。 

以上で議案第１４８号の説明を終わります。  

次に、議案第１４９号  平成１６年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定につい

てご説明申し上げます。  

本案は、平成１７年３月２８日、中山町、名和町、大山町３町の合併により、誕

生いたしました新大山町の４日分予算の決算に係るものであります。地方自治法第

２３３条第３項の規定により、監査意見書を付して提案いたしましたのでよろしく

お願いい申しあげます。  

 決算の概要につきましては、決算書５６ページの実質収支に関する調書に記載を

しておりますが、歳入総額２４億４６０万１，１３７円に対し、歳出総額３１億２，

９７３万５，１７２円で、歳入歳出差引７億２，５１３万４，０３５円の歳入不足

額を生じております。  
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この歳入不足額は、旧町借入返済金１４億円を本会計で返済したことにともない

生じた債務であり、この会計の実質収支額は、６億７，４８６万５，９６５円であ

ります。 

さらに、先程ほどご審議をいただきました中山町一般会計歳入歳出決算不足額２

億６，５１９万１０円、名和町一般会計歳入歳出決算額１億２，６４５万６，４０

８円、大山町一般会計歳入歳出決算不足額２億６，６０６万２，６９１円と、大山

町一般会計歳入歳出決算（新町分）の４会計を連結しました実質の平成１６年度一

般会計歳入歳出決算額は、１億４，３６１万３，２６４円となっております。  

それでは、決算の内容につきまして、歳入からご説明を申し上げます。  

平成１６年度一般会計歳入決算額は、予算現額２５億１，３６６万４，０００円

に対し、調定額は２５億２，２９０万６，３９６円、収入済額２４億４６０万１，

１３７円でありますが、４４６万５，６４０円を不納欠損いたしておりますので、

収入未済額は、１億１，３８３万９，６１９円となり、予算額に対して９５．７％、

調定額に対しまして９５．３％の収入状況となっております。  

第５款  町税では、調定額１億６，４８０万３，５５１円に対しまして、収入済

額は５，２０３万４，１９７円で、収入未済額は１億８３０万３，７１４円となっ

ております。 

収入済額の内訳は、第５項町民税３，０５７万８，６９８円、第１０項固定資産

税１，５６７万５，０７５円、第１５項軽自動車税１６万６，５８０円、第２０項

市町村たばこ税５６１万３，８４４円であります。  

また、収入未済額の内訳は、第５項町民税１，８７９万６，３５１円、第１０項  

固定資産税８，７７２万３，７１９円、第１５項軽自動車税１７８万３，６４４円

であります。 

固定資産税、軽自動車税におきまして、４４６万５，６４０円を不納欠損いたし

ております。 

第１０款 地方譲与税は、５，２６９万４，０００円の決算額であります。  

その収入内訳は、第１０項自動車重量譲与税３，６７５万５，０００円、第１５

項 地方道路譲与税１，５９３万９，０００円であります。  

第１５款 利子割交付金は、４７８万７，０００円、第１６款  配当割交付金は、

５８万円、第１７款  株式等譲渡所得割交付金は、２１１万８，０００円、第２０

款  ゴルフ場利用税交付金は、２０６万２，９３５円、第２５款  自動車取得税交

付金は、３，００４万円、第４０款  交通安全対策特別交付金は、１６７万３，０

００円、第４５款  分担金及び負担金は、１，１０９万２，９７６円のそれぞれの

決算額で、主なものは第１０項負担金第１５目民生費負担金の保育料８１９万１，

７３０円であります。  
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第５０款  使用料及び手数料は、８１８万５，３３２円の決算であります。第５

項使用料の主なものは、保健福祉センター使用料１２１万４，５４９円、町営住宅

使用料５０５万７，６００円等であります。第１０項手数料の主なものは、戸籍、

窓口証明等の総務費手数料であります。  

第５５款  国庫支出金は、２億９，２６９万７０４円の決算であります。第５項

国庫負担金の主なものは、第１５目民生費国庫負担金の身体障害者保護費負担金１，

８４２万３，４５５円、保育所運営費３１２万３，００５円であります。第１０項

国庫補助金の主なものは、第１０目総務費国庫補助金の公共施設ネットワークシス

テム構築事業償還金補助金１，０９４万円、第４０目土木費国庫補助金の地方道路

整備臨時交付金１億１，６５４万５，０００円、第５０目教育費国庫補助金のへき

地児童生徒援助費等補助金６０８万円であります。  

第６０款  県支出金は、５億９，７４７万５，５５６円の決算額であります。第

５項県負担金の主なものは、第１５目民生費県負担金の県支援費負担金２，２５０

万３６１円、第２０目衛生費県負担金の老人保健事業負担金６７１万８，３１８円

であります。第１０項県補助金の主なものは、第１０目総務費県補助金の合併支援

交付金１億９，２９３万１，５６８円、中山間地域活性化事業交付金１，７８９万

３，０００円、第１５目 民生費県補助金の在宅福祉事業費補助金５，０５３万８，

０００円、隣保館運営費補助金２，１６３万１，０００円、第３０目農林水産業費

県補助金の二十世紀梨再生事業補助金３，１５１万１，７８０円、農業集落排水事

業推進基金造成事業費補助金６，８５３万５，０００円、第３５目商工費県補助金

の緊急雇用創出特別基金事業補助金１，５１１万５，５００円であります。第１５

項県委託金の主なものは、第１０目総務費委託金の権限移譲事務交付金３０７万６，

０００円であります。  

第６５款  財産収入は、１７９万３，９１５円の決算額であります。この主なも

のは、第５項財産運用収入、第１目財産貸付収入の土地建物貸付収入１５６万２，

９５９円であります。  

 第７０款 寄付金は、１１万８，９００円の決算額であります。この主なものは、

第５項寄付金、第６０目災害復旧費寄付金の農地及び農林水産業費災害復旧事業費

寄付金１１万８，９００円であります。  

第７５款  繰入金は、２億６，６４０万７，０００円の決算額であります。第１

０項基金繰入金の主なものは、第１０目減債基金繰入金４４０万７，０００円、第

１５目ふるさと基金繰入金１億円、第２０目公共施設整備基金繰入金６，２００万

円、第３５款  地域福祉基金繰入金１億円であります。  

第８５款  諸収入は、３億１，７４４万７，６２２円の決算額であります。この

主なものは、第１５項貸付金元利収入、第３５目  商工費貸付金収入の中小企業小
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口融資貸付金元利収入９，７３４万１，０００円、同和地区小口融資貸付金元利収

入３，９０５万３，０００円、第２５項雑入、第５目雑入の総務費その他雑入、旧

名和町歳計剰余金等１億３，２２３万６，５８１円であります。  

第９０款  町債は、７億６，３４０万円の決算額であります。この主なものは、

第５項町債、第１０目総務債の大山支所建設事業債３億８，９４０万円、別所地区

多目的集会所建設事業債３，２８０万円、第３０目農林水産業債の県営畑地総合開

発事業債３，０７０万円、農免農道整備事業債４，０７０万円、第４０目土木債の

町道改良事業債１億６，７５０万円、第５０教育債の中山小学校屋内運動場改造事

業債５，３１０万円であります。   

次に、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。  

平成１６年度の一般会計歳出決算額は、予算現額３５億４，４７４万８，０００

円に対し、支出済額３１億２，９７３万５，１７２円で、予算現額に対する執行率

は、８８．３％であります。  

第５款 議会費は、４５万８，６８２円の決算額であります。  

第１０款  総務費は、４億２，９９９万９，４０３円の決算額であります。この

主なものは、第５項総務管理費、第１目一般管理費の防災行政無線統合工事３，３

７０万５，０００円、第５目財産管理費の庁舎施設備品購入費１，３２５万７６９

円、第６目企画費の別所地区多目的集会所新築工事１，８９７万９，２００円、中

山間地域活性化事業補助金２，２０３万円、第９目電子計算費のコンピューター保

守等業務委託料２億４，４６３万３，９１４円、第１２目総務施設管理費の高田工

業団地公園整備工事６６９万５，４５０円であります。  

このほか、第６目企画費において、中山間地域活性化交付金事業補助金１，３８

７万４，０００円を翌年度に繰越明許いたしております。  

第１５款  民生費は、３億５，４３９万２，３３１円の決算額であります。主なも

のとしましては、第５項社会福祉費、第１目社会福祉総務費の国保事業特別会計繰出

金５，９７９万４，８０６円、中山支所デイサービス送迎用自動車購入費３６５万円、

第３目老人福祉費の高齢者居住環境整備事業補助金４０８万６，０００円、介護保険

事業特別会計繰出金１億６，４１９万５，０００円、第５目同和対策費の住宅新築資

金等貸付事業特別会計繰出金８，４９８万３，７８３円であります。第１０項児童福

祉費の主なものといたしましては、第５目  保育所費で、嘱託・臨時職員等賃金４１

４万２，２８５円、賄材料費等の需用費５５８万７，７１７円であります。  

第２０款  衛生費は、１億７，６５０万６，１１３円の決算額であります。この主

なものは、第５項保健衛生費、第２目予防費の老人保健特別会計繰出金１億２，９８

８万２，７５７円であります。第１０項清掃費  第２目塵芥処理費の廃棄物収集など

の委託料１，３７２万３，１０２円、焼却施設等補修工事費１，１１７万９，３５０
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円であります。 

第３０款 農林水産業費は、４億４，９２８万２，６４１円の決算額であります。

この主なものは、第５項農業費、第３目農業振興費の中山間地域等直接支払推進事

業交付金１，６２８万９，１１５円、二十世紀梨再生促進事業補助金３，７０８万

８，０００円、チャレンジプラン支援事業費補助金２，４０５万１，３９９円、第

５目農地費の集落排水事業推進基金積立金６，８５３万５，０００円、農業集落排

水事業特別会計繰出金２億１，６００万円、第６目農業施設運営費のなわ農業者ト

レーニングセンター屋根塗装工事費２，４４６万５，０００円、地域休養施設特別

会計繰出金２，０１０万９，１０９円、第１０項林業費、第２目林業振興費の森林

交付金５５８万１，２００円、第１５項水産業費、第１目水産業振興費の漁業経営

構造改善事業補助金６４８万円であります。  

このほか、第５項農業費、第５目農地費の農免農道整備事業費９５６万４，００

０円を第１５項水産業費、第 1 目水産業振興費の漁業経営開始円滑化事業費１，２

６５万２，０００円をそれぞれ翌年度に繰越明許いたしております。  

第３５款  商工費は、３９４万４，０４７円の決算額であります。主なものは、

第５項商工費、第３目観光費の観光案内看板等整備助成事業委託料１７２万９，０

６６円であります。  

○議長（鹿島  功君） 説明の途中ですが、ここで暫時休憩したいと思います。  

○町長（山口 隆之君） もうちょっとですよ。  

○議長（鹿島   功君）  分かっておりますけれど、町長の声がえらい…大変厳し

いんで、ここで休憩したいと思います。  

午後２時７分 

────────────────・───・────────────────

午後２時２２分 

○議長（鹿島  功君） 再開します。引き続き町長の説明を求めます。  

○町長（山口  隆之君）  第４０款  土木費は、２億３，５７９万１，６５０円の

決算額であります。  

この主なものは、第１０項道路橋梁費、第３目道路新設改良費の町道末長押平線

工事費１，４１５万２，５００円、町道押平所子線工事費２，７４３万２，４５０

円、県道整備事業負担金７２９万６，７５０円と、第３０項下水道費、第１目公共

下水道費の公共下水道事業推進基金積立金４２９万８，０００円、公共下水道事業

特別会計繰出金１億７，４４７万２，０００円であります。 

なお、第１０項道路橋梁費、第２目道路新設改良費の県道整備事業負担金１１３

万４，０００円、町道山村文珠領線歩道設置工事費１，７００万円、第２０項港湾

費、第１目港湾管理費の港湾改修事業負担金３１５万円を、それぞれ翌年度に繰越
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いたしております。  

第４５款  消防費は、２３５万５，１７０円の決算額であります。主なものは、

第５項消防費、第２目非常備消防費の消防団員費用弁償１８０万７，３００円であ

ります。このほか、第５項消防費、第３目消防施設費の防火水槽新設工事費６１０

万円を翌年度に繰越明許いたしております。  

第５０款  教育費は、５，１８９万４，１８２円の決算額であります。この主な

ものといたしまして、第５項教育総務費、第３目教育振興費のスクールバス購入費

２，２５７万５，０００円、第２０項社会教育費、第５項文化財費の歴史の道整備

事業費４７２万５，０００円であります。  

第６０款  災害復旧費は、６４２万１，５１０円の決算額であります。主なもの

は、第５項災害復旧費、第４目農林水産業費災害復旧費の加茂地内農業用水路災害

復旧工事費１１５万５，０００円、第６目土木費災害復旧費の町道富長中屋敷線災

害復旧工事費４７０万２，５００円であります。 

第６５款  公債費は、１，８６８万９，４４３円の決算額でありますが、これは、

第項公債費、第１目元金の１，８６８万９，０００円で、中山、名和、大山の旧３

町で借入れをいたしました起債の元金償還金であります。  

第７０款  諸支出金は、１４億円の決算額でありますが、これは、第１０項旧町

借入金返済金、第１項旧町借入金返済金で、中山、名和、大山の旧３町が、基金及

び市中金融機関から借入れをいたしました借入金返済金であります。  

なお借入金の内訳は、中山町３億円、名和町３億円、大山町８億円であります。

平成１６年度における大山町の財政状況を決算統計に基づき申し上げますと、普通

会計ベースで、経常収支比率が９１．１％、公債費負担比率が１８．０％、公債費

比率１９．４％、起債制限比率１１．２％となっております。  

以上、大山町一般会計の歳入歳出決算について、ご説明を申し上げましたが、詳

細につきましては、お手元に配付の平成１６年度決算審査資料をご覧いただきます

ようお願いいたします。以上で議案第１４９号の提案理由の説明を終わります。  

議案第１５０号  平成１６年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、３月２８日に合併をいたしました新大山町の平成１６年度土地取得特別

会計歳入歳出決算が確定したことにともない、地方自治法第２３３条第３項の規定

により議会の認定を求めるものであります。  

本会計の歳入歳出決算額は、歳入３０９円で、歳出はなしとしておりますので、

歳入歳出差引残額は３０９円となっております。  

 歳入につきましては、第２０款  諸収入、第１０項雑入、第１目雑入の旧町繰越

金３０９円であります。以上で、議案第１５０号の提案理由の説明を終わります。  
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次に、議案第１５１号、平成１６年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について説明いたします。  

歳入の決算総額３，０５１万９，５８４円に対し、歳出決算総額は７３万９，９

６３円で歳入歳出差引残高は２，９７７万９，６２１円であります。  

歳入について説明します。  

第５款  事業収入の４１７万３，７００円は赤松地区水道施設工事負担金であり

ます。 

第１０款 使用料及び手数料の１９万２，７５９円は水道使用料であります。  

第２０款 他会計繰入金の３５万３，１２５円は一般会計繰入金であります。  

第３５款 町債の２，５８０万円は簡易水道事業のための借入金であります。 

次に歳出について説明します。  

第５款 総務費の７３万９，９６３円は施設の維持管理に要する経費であります。 

第１０款  事業費の支出はなく、全額不用額としております。以上で議案第１５

１号の説明を終わります。  

次に、議案第１５２号  平成１６年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算認定について提案理由の説明をいたします。  

決算額は、歳入総額が１億２３０万３，６１２円で、歳出総額は、２２万円、歳

入歳出差引残額１億２０８万３，６１２円であります。  

歳入の主なものは、一般会計繰入金８，４９８万３，７８３円であり、歳出では

総務費２２万円であります。以上で議案第１５２号の提案理由の説明を終わります。 

次に、議案第１５３号  平成１６年度大山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算

の認定について説明いたします。  

歳入の決算総額７０３万６，５５３円に対し、歳出決算総額は４万９，８４７円

で歳入歳出差引残額は６９８万６，７０６円であります。  

歳入について説明します。  

第５款  管理収入の収入済額１９万８，３８２円並びに第１０款  使用料及び手

数料の７８万３，４２５円は水道使用料であります。これは旧中山開拓水道会計と

旧名和簡易水道会計の料金収入の取扱上の相違により管理収入と使用料及び手数料

に水道使用料収入があります。  

第２５款  諸収入の６０５万４，７４６円は旧中山開拓水道会計からの繰越金２

８８万５７１円と旧名和地区の開拓水道を管理しておりました旧名和町簡易水道会

計からの繰越金３１７万４，１７５円であります。  

次に歳出について説明します。  

第５款  総務費の４万９，８４７円は水道料金集金検針等の管理経費として支出

いたしております。  
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第１０款  営繕費の支出はなく、全額不用額といたしております。以上で議案第

１５３号の提案理由の説明を終わります。 

次に、議案第１５４号  平成１６年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算

の認定について、提案理由の説明を申し上げます。  

本案は、平成１６年度の歳入歳出が確定したことに伴い地方自治法第２３３条第

３項の規定により議会の認定を求めるものであります。  

 大山町名和地域休養施設山香荘の事業概要につきましては議案１２８号で申し上

げたとおりであります。  

歳入の使用料及び手数料５１８万７，０００円の収入済額は施設使用料です。雑

入の３万２，０００円は委託料の精算により返戻となった額です。繰入金２，０１

０万９，０００円は一般会計繰入金で前年度に比べ額で９１５万５，０００円、率

で４５．５％の増であります。  

次に歳出では、総務費１７９万４，０００円の支出済額は施設管理費です。  

歳入の収入済額合計が２，５３２万９，１２５円、歳出の支出済額合計が１７９

万４，１０６円、歳入歳出差引残額２，３５３万５，０１９円となっております。

この残額は、合併前の会計から引継いだ債務に充当するものです。  

以上で、議案第１５４号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１５５号  平成１６年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整

備資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について提案理由の説明をいたします。  

 本会計は、高齢者や障害者の住宅を整備する資金の貸付事業の特別会計で、既に

貸付事業を終了し、起債の償還も終了し、現在は貸付未収金の徴収に係る特別会計

であります。  

決算額は、歳入総額が雑入の４６１円で、歳出総額が０円であり、歳入歳出差引

４６１円の収支残となっております。以上で議案第１５５号の提案理由の説明を終

わります。  

 議案第１５６号  平成１６年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について、その概要を説明いたします。  

事業勘定におきまして、歳入総額３億８,０４５万１，０９４円、歳出総額１億３ ,

４４２万６ ,２９０円で、 歳入歳出差引２億４ ,６０２万４ ,８０４円の残額となっ

ております。 

歳入から主なものを説明いたしますが、金額につきまして千円未満は省略させてい

ただきます。  

第５款 国民健康保険税の収入済額は、２ ,１２４万９，０００円で収入未済額は、

１億１,０３１万４，０００円、不納欠損額は８３万１，０００円であります。  

第１０款 使用料及び手数料９，０００円は、督促手数料であります。  
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第１５款  国庫支出金２億７ ,０９０万５，０００円は、療養給付費等負担金、高

額医療費共同事業負担金及び財政調整交付金であります。  

第２０款 療養給付費等交付金２ ,６１７万６，０００円は、退職者被保険者の医

療費に係るものであります。  

第２５款  県支出金２３１万５，０００円は、高額医療費共同事業県負担金であ

ります。 

第４５款 繰入金５,９７９万４，０００円は、保険基盤安定、職員人件費等の繰

入金であります。  

 次に歳出について説明いたします。  

第５款 総務費７１万５，０００円は、職員手当が主なものであります。  

第１０款 保険給付費９,５２９万４，０００円は、各種療養給付費の１か月分の

支払い医療給付費等が主なものであります。  

第１５款 老人保健拠出金２ ,７９０万２，０００円は、社会保険支払基金への拠

出金、１か月分であります。  

第２０款 介護納付金９０７万５，０００円は、社会保険支払基金への介護給付費

に対する納付金、１か月分であります。   

第４５款  諸支出金１１８万７，０００円は、保険税の還付金が主なものであり

ます。以上で議案第１５６号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１５７号  平成１６年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳

出決算の認定について、提案理由の説明をいたします。  

本案は、大山診療所、大山口診療所、大山口リハビリセンター、名和診療所の４

直営診療所の施設勘定決算であります。   

歳入総額１億１,７５５万３,２１１円、歳出総額３ ,４９１万４ ,１９５円で、差

し引き残額８,２６３万９,０１６円となっております。   

歳入から主なものを説明いたしますが、金額につきまして千円未満は省略させて

いただきます。  

第５款 診療収入８,１３６万８，０００円は、入院・外来の診療報酬及び一部負

担金が主なものであります。   

第１０款  使用料及び手数料１７６万８，０００円は、文書料、健康診断手数料

及び予防接種手数料であります。   

第４０款 諸収入３,４４１万５，０００円は、旧町での４診療所の収支実績に伴

う剰余金を雑入として計上いたしております。   

次に歳出について説明いたします。  

第５款 総務費２,４７１万４，０００円は、職員手当等の人件費、派遣医師の報

償 
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費、医療事務委託料及び大山診療所施設管理委託料が主なものであります。   

第１０款 医業費１,０１９万９，０００円は、医薬品代金、各種検査委託料及び

医療機器の借上料であります。以上で議案第１５７号の提案理由の説明を終わりま

す。 

 次に、議案第１５８号  平成１６年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認

定について、提案理由の説明を申し上げます。  

  本会計の歳入総額は、３億４ ,０９８万８，４２５円、歳出総額は、１億７ ,５６

３万４,２３９円で、歳入歳出差し引き１億６ ,５３５万４,１８６円の残額となって

おります。 

歳入から主なものを説明いたしますが、千円未満は省略させいいただきます。  

  第５款  支払基金交付金１億２ ,８６３万６，０００円は、社会保険診療報酬支払

基金から医療費に係る交付金と、審査支払手数料交付であります。  

  第１０款   国庫支出金 ５ ,８８７万２，０００円は、医療費に係る国庫負担金で

あります。 

  第１５款   県支出金 ２ ,３５９万７，０００円は、医療費に係る県負担金であり

ます。 

 第２０款 繰入金１億２,９８８万２，０００円は、医療費に係る町負担分を一般

会計から繰入するものであります。  

  次に歳出について説明いたします。  

第５款 医療諸費  １億７,５６３万４，０００円は、医療給付費・医療支給費及

び審査支払手数料であります。       

  以上で議案第１５８号の提案理由の説明を終わります。  

  次に、議案第１５９号  平成１６年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、提案理由の説明を申し上げます。  

  本会計におきまして、歳入総額３億１９７万５,１１６円、歳出総額１億２ ,８５

７万７,３４８円で、歳入歳出差引１億７ ,３３９万７,７６８円の残額となっており

ます。 

歳入から説明いたしますが、千円未満は省略させていただきます。  

  第５款 介護保険料保険料の収入済額は１１２万１，０００円で、収入未済額は

２２４万４，０００円であります。  

  第１０款  使用料及び手数料２，０００円は督促手数料であります。  

第１５款 国庫支出金６,１３６万６，０００円は、介護給付費に係る国庫負担金

及び調整交付金であります。  

  第２０款  支払基金交付金３,９７６万１，０００円は、第２号被保険者の納付保

険料が介護給付費交付金として交付されたものであります。  
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   第２５款   県支出金１,２５２万９，０００円は、介護給付費の県負担金として

交付されたものであります。  

  第３０款  繰入金１億６ ,４１９万５，０００円は介護給付費に係る町負担分及び

職員給与費等を一般会計から繰入するものであります。  

第４５款 町債２,３００万円は、鳥取県財政安定化基金からの借入れ金でありま

す。 

次に歳出について、説明いたします。  

第５款  総務費９１万３，０００円は、嘱託職員賃金及び電算処理業務委料等が

主なものであります。  

  第１０款  保険給付費１億１,６４３万３，０００円は、介護サービス等諸費１億

１,１３６万５，０００円及び支援サービス等諸費４６１万１，０００円が主なもの

であります。   

第２５款  諸支出金１,１２３万円は、前年度実績による介護給付費等の償還金で

あります。 

  以上で議案第１５９号の提案理由の説明を終わります。  

  次に、議案第１６０号  平成１６年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、提案理由の説明をいたします。   

本案は、大山診療所の介護保険サービス事業施設勘定決算であります。   

歳入総額９４２万１ ,３２５円、歳出総額５９７万７ ,５２２円で、差し引き残額

３４４万３,８０３円となっております。   

歳入から主なものを説明いたしますが、金額につきまして千円未満は省略させて

いただきます。 

第５款 サービス収入９４２万１，０００円は、介護給付費収入及び自己負担金収

入であります。  

次に歳出であります。  

第５款 総務費５８５万２，０００円は、医師の診療委託料であります。   

第１０款 サービス事業費１２万４，０００円は、嘱託職員の共済費であります。

以上で議案第１６０号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１６１号  平成１６年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について説明をいたします。  

歳入の決算総額６億４４３万５，１７５円に対し、歳出決算総額は４億６３０万

９，８２３円で歳入歳出差引残額は１億９，８１２万５，３５２円であります。  

歳入について説明します。  

第１０款 使用料及び手数料の６４３万５，１７５円は下水道使用料であります。 

第２５款 繰入金の２億１，６００万円は一般会計繰入金であります。  
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 第４０款  町債の３億８，２００万は合併前の事業に対する起債の借入でありま

す。 

次に歳出について説明します。  

第５款  事業費の６３０万９，８２３円は処理場等の施設管理等に要した経費で

あります。 

第１５款 諸支出金の４億円は町借入金返済金であります。  

以上で議案第１６１号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１６２号  平成１６年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてご説明いたします。  

歳入の決算総額２億１，５９２万９，０２１円に対し、歳出決算総額は３億４，

０９７万９，０３９円で歳入歳出差引不足額１億２，５０５万１８円は旧町借入金

３億円を返済したことによる債務であります。  

歳入について説明します。  

第５款 分担金及び負担金５，０００円は受益者負担金であります。  

第１０款 使用料及び手数料の７６５万６，３４６円は下水道使用料であります。 

第２０款 繰入金の１億７，４４７万２，０００円は一般会計繰入金であります。  

第３５款 諸収入の１９万５，６７５円は消費税還付金であります。  

 第４０款 町債の３,３６０万円は合併前の事業に対する起債の借入であります。 

次に歳出であります。  

第５款  事業費の４，０９７万６，８０４円は処理場等の施設管理等に要した経

費であります。 

第１０款 公債費の２，２３５円は一時借入金利息であります。  

第１５款 諸支出金の３億円は旧町借入金返済金であります。  

以上で議案第１６２号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１６３号  平成１６年度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、提案理由の説明をいたします。  

本案は、平成１６年度大山町風力発電事業歳入歳出決算について地方自治法第２

３３条第３項の規定により議会の認定を求めるものであります。  

歳入の決算総額７０６万２，６８０円に対し歳出決算総額は、３７１万３，１７

８円で、差引３３４万９，５０２円を翌年度に繰り越すものであります。  

歳入について説明します。  

第５款  県支出金６万１，８５９円は、旧名和町風力発電事業特別会計で執行し

ました起債償還利息１２万３，７１９円の利子補給補助金であります。  

第１５款  諸収入７００万８２１円は、平成１７年３月分売電収入２５２万８，

３８３円、配電線に接続するための連系工事補償金の精算払戻金１４０万４，０５
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０円  及び旧名和町風力発電事業特別会計の余剰金３０６万８，３８８円でありま

す。 

歳出について説明いたします。  

第５款  総務費３７１万３，１７８円は、電気主任技術者賃金１４万円、発電所

使用前安全管理審査申請用印紙代金１６万３，８００円、保守点検業務委託料１５

７万５，０００円、電波・騒音調査業務委託料１５７万５，０００円が主なもので

あります。以上で、議案第１６３号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１６４号  平成１６年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、提案理由の説明をいたします。  

本案は、平成１６年度大山町温泉事業特別会計の決算認定をお願いするものであ

ります。 

 なかやま温泉「ゆーゆー倶楽部ナスパル」の事業概要につきましては、議案第１

２４号で申し上げたとおりであります。  

 決算内容でありますが、歳入が調定額７７７万４，５７５円に対し収入済み額７

７１万６，８７０円、収入未済額５万７，７０５円、歳出の支出済み額合計が１３

４万１，６１５円であります。差し引き残額が６３７万５，２５５円となりますが、

旧町決算での歳入不足額５７４万３，９６５円を差し引きますと、残額６３万１，

２９０円となります。この残額は、平成１７年度に繰り越しさせていただきます。  

 歳入の内訳ですが、温泉の入浴料が中心の使用料３３７万６，４１０円と一般会

計繰入金４００万円が主なものであります。収入未済額が５万７，７０５円でござ

いますが、回数券の委託販売分の収納遅延が原因でして、新年度で収納いたしてお

ります。歳出では、温泉運営に要する燃料費・光熱水費の約１０７万円が主なもの

でありました。以上で議案第１６４号の提案理由の説明を終わります。     

次に、議案第１６５号  平成１６年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について提案理由の説明をいたします。 

 この会計は、旧名和町の分譲宅地「御来屋団地」「東岡山団地」、旧中山町の「ナ

スパルタウン」の会計を合併と共に、一つにまとめたものであります。  

歳入の決算総額８，９９２万５，５２５円に対し、歳出の決算総額１６万８，０

００円で、差引残額８，９７５万７，５２５円を翌年度に繰り越すものであります。

多額の繰越の大きな要因は、「ナスパルタウン」の起債償還が据置期間中であったた

め、起債元金の償還金が発生せず、土地の売り払い収入が積み重なったことによる

ものです。 

歳入について説明します。  

第２０款  諸収入８，９９２万５，５２５円は旧名和町の分譲宅地造成事業特別

会計から２５９万９，９１０円、旧中山町の同会計から８，７３２万５，６１５円
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を雑入として受け入れたものであります。  

 次に歳出であります。第５款  宅地造成事業費の１６万８，０００円は、街路灯

設置工事の請負代金であります。以上で議案第１６５号の提案理由の説明を終わり

ます。  

議案第１６６号  平成１６年度大山町中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、提案理由のご説明をいたします。  

本案は、平成１６年度の歳入歳出決算額が確定したことに伴い、地方自治法第２

３３条第３項の規定により、議会の認定を求めるものであります。  

本会計の歳入歳出決算額は、歳入８７９万６，２８１円、歳出１万５，０００円、

差引残額は８７８万１，２８１円となっております。  

はじめに、歳入についてご説明いたします。  

第１０款  財産収入３万５５０円は、５項  財産運用収入１目  財産貸付収入の

土地貸付収入であります。  

 第２５款  諸収入８７６万５，７３１円は、町合併による旧町同会計からの繰越

金であります。 

次に、歳出についてご説明いたします。  

第５款  総務費１万５，０００円は、上中山財産区特別会計へ下排水事業助成の

ための繰出金であります。  

以上で、議案第１６６号の提案理由の説明を終わります。  

議案第１６７号  平成１６年度大山町上中山財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について、提案理由のご説明をいたします。  

本案は、平成 1６年度の歳入歳出決算額が確定したことに伴い、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定を求めるものであります。  

本会計の歳入歳出決算額は、歳入１，６７９万６，６６４円、歳出３５万１，０

００円、差引残額は１，６４４万５，６６４円となっております。  

はじめに、歳入についてご説明いたします。  

第１５款  繰入金１万５，０００円は、中山財産区特別会計から下排水事業助成

にかかるものであります。  

第２５款  諸収入１，６７８万１，６６４円は、町合併による旧町同会計からの

繰越金であります。  

次に、歳出についてご説明いたします。  

第５款  総務費１５万円は、下水道宅内工事推進助成１０万円と、下排水整備助

成５万円であります。  

第１０款  林業費２０万１，０００円は、枝打ち等作業員賃金であります。以上

で、議案第１６７号の提案理由の説明を終わります。  
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次に、議案第１６８号  平成１６年度大山町下中山財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について、提案理由のご説明をいたします。  

本案は、平成 1６年度の歳入歳出決算額が確定したことに伴い、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定を求めるものであります。  

本会計の歳入歳出決算額は、歳入のみ１，７２７万３９０円で、差引残額１，７

２７万３９０円となっております。  

歳入であります。  

第１０款  財産収入１２万２，５６０円は、項５財産運用収入  目１財産貸付収

入土地貸付料であります。  

第２５款  諸収入１，７１４万７，８３０円は、町合併による旧町同会計からの

繰越金であります。歳出はございません。以上で、議案第１６８号の提案理由の説

明を終わります。  

次に、議案第１６９号  平成１６年度大山町逢坂財産区特別会計歳入歳出決算の

認定について、提案理由のご説明をいたします。  

本案は、平成 1６年度の歳入歳出決算額が確定したことに伴い、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定を求めるものであります。  

本会計の歳入歳出決算額は、歳入のみの７６９万６３７円で、差引残額７６９万

６３７円となっております。  

歳入についてご説明いたします。  

第１０款  財産収入３万８，１７２円は、項５財産運用収入  目１財産貸付収入

土地貸付収入であります。  

第２５款  諸収入７６５万２，４６５円は、町合併による旧町同会計からの繰越

金 

であります。歳出はございません。  

 以上で、議案第１６９号の提案理由の説明を終わります。  

○議長（鹿島  功君）  決算に関する議案について提案理由の説明が終わりました

ので、監査委員の審査報告を求めます。代表監査委員  椎木喜久男君。  

○代表監査委員（椎木  喜久男君）  平成１６年度大山町歳入歳出決算審査につい

ての報告をいたします。  

第１に審査の概要でございますが、地方自治法第２３３条第２項の規定により、

審査に付された平成１６年度中山、名和、大山並びに大山町一般会計決算及び各特

別会計の歳入歳出決算書について地方自治法第２４１条第５項の規定により、審査

に付された基金の運用状況について審査しましたので、皆様のお手元にお配りして

おりますので決算審査資料並びに審査意見書のとおり報告いたします。  

監査の基準日でございますが、中山、名和、大山につきましては、平成１６年４
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月１日から、平成１７年３月２７日まで現在でございますので、３月２７日現在と

いうことでございます。それから新大山町につきましては、平成１７年３月２８日

から４日間の平成１７年３月３１日でございますので、３月３１日現在ということ

でございます。 

監査の実施日でございますが、平成１７年１０月３１日、１１月１日、２日、４

日、７日、８日、そして１７日の７日間審査を実施いたしました。監査をした者で

ございますが、尾古博文さんと代表監査をしております私、椎木が行いました。  

次に、審査に説明を求めた者でございますが、会計課長を始めとして各課長さん

並びに関係職員の方の出席或いは説明を求めたものでございます。  

次に審査の実施場所でございますが、大山町御来屋３２８番地、大山町役場内監

査室で行いました。 

次に、監査の方法でございますが、いわゆる何をどういうふうにということでご

ざいますが、決算計数は、正確で誤りはないか。次に、予算の執行は、関係法令等

に基づき、効果的かつ的確になされているか。それから収支についてですね、事務

関係法令等に基づき適正かつ計画的、効率的に処理されているか。次に、財産管理

及び主要事業の各状況についてそれぞれの関係諸帳簿及び証憑書類との照合、その

他必要と認めた関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、併せて別途実施

した例月出納検査をも勘案し慎重に審査いたしました。この審査に至るにあたって、

調書書類、或いは資料の作成に多大なご労苦を頂きました関係職員各位に心から敬

意を表します。本当にありがとうございました。  

 平成１６年度の決算審査の結果についてでございますが、別紙、平成１６年度歳

入歳出決算審査意見書に記載したとおりでございます。計数については先程来、山

口町長さんの方から非常に詳しく、説明いただきましたので計数については申しあ

げませんが、よろしくご了承くださいませ。  

 審査を実施した中山、名和、旧大山それぞれの一般会計並びに各特別会計の計数

は正確であり、証拠書類も整備され、会計経理も適正であることを認めました。ま

た合併後の新町４日間についても一般会計並びに各特別会計いずれも計数は正確で

あったと、証拠書類も整備され、会計経理も適正であることを認めました。  

ちなみに先程来町長さんの方から言われましたので、申しておきたいと思います

が、一般会計の中で歳入歳出のところで、徴収率等がありますが、旧町のところで

も大山が９５．４％、中山が９８．７％、名和が９８．８％、トータルしますと９

７．４％の徴収率というようことで、執行率につきましては、大山が８４．６％、

中山が９３．７％、名和が７７．８％、トータルで８４．８％というような形に旧

の分はなっております。新町につきましては、先程来ありましたが、ちょっと言っ

てみますと、新町につきましては、調停額に対するもの、予算に対するものとあり
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ますが、調停額に対するものではですね、９３％の徴収率でございます。執行率は

予算に対するものですが、８８．３％という結果が出ております。それで旧町を含

んだ各財政指標は、普通会計ベースで経常収支比率が９１．１％、公債費負担比率

が１８．０％、起債制限比率が３ヶ年の平均で１１．２％となっております。  

次に意見として述べておきたいと思いますが、まず始めに、合併して日も浅いわ

けでございますけれど、まず内部統制の強化に努められ、本支所間の連携を密にし

ていただき、業務の効率化を図っていただきたいというふうに、いろいろ審査の中

で見ましたところ、そういう結果が出ております。  

次に、年々増大する未収金の回収に努めていただきたいということで、現時点で

も回収に努めて頂いてるわけでございますけれど、これには非常に限界があるんで

はなかろうかという感じをいたしました。そこで早急に対策を講じ、町民の不公平

感を感じないように、生じないようにやっていただきたいというふうに思います。 

総体的なまとめといたしましては、今後は、三位一体の改革などに対応した行財

政改革に努め、また住民参加による協働、ともに働く、みんなで力を合わせて働く、

協働のまちづくりを進めていきたいというふうに思いますし、また旧町の意識を早

期に解消し、新町まちづくりのプランの着実な進展に努められるよう期待して平成

１６年度決算審査の意見とします。以上、審査報告といたします。  

○議長（鹿島  功君）  監査委員さんには、このたび、４町分の決算審査をしてい

ただきました。厚くお礼申し上げます。  

────────────────・───・────────────────  

日程第６４ 議案第１７０号～日程第８２  議案第１８８号 

○議長（鹿島  功君）  日程第６４、議案第１７０号、大山町行財政改革審議会条

例の制定についてから日程第８２、議案第１８８号  平成１７年度大山町水道事業

会計補正予算（第３号）についてまで、計１９件を一括議題にします。提案理由の

説明を求めます。町長。  

○町長（山口 隆之君） ただいまご上程をいただきました議案第１７０号から議案

第１８８号までの提案理由のご説明を申し上げます。  

まず議案第１７０号  大山町行財政改革審議会条例の制定について説明を申しあ

げます。 

 社会経済情勢の急激な変化と地方分権の時代に対応し、簡素で効率的な行政運営

を実現するため、行財政改革の推進が求められています。  

 国においては「地方公共団における行政改革のための新たな指針の策定について」

において地方行革の新たな指針を示すとともに、地方自治体に対し「集中改革プラ

ン」の策定を求めています。  

 本町におきましては、合併協議において補助金の整理統合、職員の処遇などにつ
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いても検討を重ね、一定の財政改革を進めておりますが、新町において更に財政改

革を進めるため、町内部において１０月以降、行財政改革のプロジェクトチームを

組織し、検討進めています。  

 住民にとって公正かつ適正な行財政改革を進めるためには、内部での検討ばかり

ではなく、広く町民、有識者の皆さんのご意見を伺いながら行財政改革を進める必

要があります。本条例はそのための審議会を設置する条例であります。  

 条例では、委員の数を１５名以内とし、学識経験者、公共団体等を代表する者、

町民としております。また、例えば補助金の整理統合など個別の案件について検討

していただくため、部会を設けるようにしております。  

行財政改革についての検討は、平成１８年度中に終了するよう予定しております

が、更に検討を要する場合を考慮いたして、委員の任期は委嘱の日から平成２０年

３月３１日迄とし、この条例に失効の期日も同日としております。  

 なお、施行日は公布の日としています。以上で議案第１７０号の提案理由の説明

を終わります。 

 次に、議案第１７１号  大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条

例の制定について、提案理由の説明をいたします。  

平成１５年９月２日に施行された地方自治法の一部を改正する法律により、現在

施設の管理委託を行っているものについて法律施行後３年以内に指定管理者制度を

導入するか、直営で管理運営を行うか対応をとる必要があります。現在町では、指

定管理者制度に移行できる施設などについて検討いたしておりますが、併せて指定

管理者制度を導入するための条例の整備について検討を行って参りました。  

指定管理者制度の条例を整備する場合、指定管理者の指定の手続き、管理の基準、

管理業務の範囲について個別の設置管理条例に定める場合と、指定管理者について

の総則的・共通的な内容について独立した条例を定め、それを基に個別の設置管理

条例を定める場合の二とおりの方法が行われています。指定管理者制度の対象とな

る施設が少ない場合は前者、多い場合は後者の形式をとる場合が多いようです。今

回提案しております条例は、後者の形式をとっており指定管理者の指定の手続等に

関し必要な事項を定めることを目的として制定するものです。  

主な内容としては、第２条で指定管理者の募集に関しては、公募することとその

場合に掲げる事項を定めております。  

第４条では候補者の選定に関する基準を定め、効率的な運営、公平な利用の確保、

サービスの向上、施設管理を適正にできる規模及び能力、経費の削減などの基準を

示しております。 

第５条では、第２条の規定の例外とし、「公募によらない候補者の選定の場合」に

ついて定めております。  
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第７条では、町が指定管理者を選定したのち、議会の議決により指定管理者に指

定することを定めています。  

第８条では、町と指定管理者の指定を受けた団体とが結ぶ協定の内容について定

めております。 

第１１条では、毎年度終了後に提出する事業報告書の内容について定めています。 

第１７条では、第４条及び第５条で指定管理者を選定する場合に公平性、透明性を

確保するため指定管理者候補を選定するための選定委員会を設置することを定めて

います。 

 なお、施行日は平成１８年１月１日と定めています。以上で議案第１７１号の提

案理由の説明を終わります。  

 次に、議案第１７２号  大山町個人情報保護条例の一部改正について提案理由の

説明をいたします。  

先に提案いたしております大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する

条例の制定に伴い、指定管理者制度を導入した場合の個人情報の保護について、町

の責務及び指定管理者の責務について明らかにするため、大山町個人情報保護条例

を改正するものです。なお、この条例の施行日は平成１８年１月１日と定めていま

す。以上で議案第１７２号の提案理由の説明を終わります。  

 議案第１７３号  大山町町有地等における放置自動車の措置に関する条例の制定

について提案理由の説明を申しあげます。   

近年、自動車が町有の公園や駐車場に放置されている事例が、何件かあり町民の

施設の利用などに不都合を生じていますが、所有者が不明のためその処理について

苦慮しています。道路法など該当する法令がある場合はその法令で放置されている

自動車を処理できますが、対応できない場合が多いのが実状であります。  

 放置自動車の措置について他の自治体の例を見ますと、条例を制定し、一定の手

続きを経た後に、放置された自動車を廃物として自治体が処理をする例があります。

県内でも鳥取県や米子市が同様の条例を定め、放置された自動車の措置を行ってい

ます。条例の作成に当たりすでに条例を制定している自治体に問い合わせをいたし

ましたところ、第１点として、放置自動車の処理については、所有権の問題があり、

自治体が条例を制定しても法的には所有権が優先されると考えられるが、自治体が

放置自動車の措置について条例化を図り、それに基づいて適正な手続きを行った場

合は、争いになっても勝てるのではないか。また第２点として、職員が放置自動車

の処理を行う上で、条例が無い場合、職員が勝手に処理を行ったことになり、個人

の責任となる恐れがあることが、その責任の所在を明確にする。そういったことな

どを勘案し条例を制定した経過があるということでした。本町においても放置自動

車の処理を行うため条例を制定するものであります。  
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主な内容としては、第２条でこの条例で使用する用語の意義について定めていま

す。 

 第４条では、放置自動車の調査や警告書のはり付けなどについて定めております。 

 第５条では、警告書をはり付けたのちも一定期間放置されていた場合、移動、保

管できること、併せて移動、保管をしたことを告示することを定めています。  

第７条では、警告書をはり付けた翌日から１ヶ月を経過し、かつ一定の条件に当

てはまる場合は、廃物と認定できることを定めております。  

第８条では、廃物と認定した場合に処分ができること、また７条で廃物と認定で

きない場合も告示後６ヶ月を経過した場合は、廃物して処分ができることを定めて

おります。 

 なお、施行日は公布の日といたしています。以上で議案第１７３号の提案理由の

説明を終わります。  

次に、議案第１７４号  大山町営土地改良事業の施行について提案理由のご説明

をいたします。 

本案は、平成１８年度施行予定の元気な地域づくり交付金事業（豊房大口井手地

区）の実施に際し、土地改良法第９６条の２第２項の規定により、大山町議会の議

決が必要なため提案するものであります。  

本事業は、大山町豊房地区（受益面積７６．４ ha）の唯一の頭首工である「豊房

大口井手」の取水堰が大水で流失をし、現在は、河川内の自然石を積み上げてしの

いでいる状態であり、農業用水の確保が非常に不安定な状態のため、これを解消し

農業用水の安定供給を図り、農業経営を向上させるために取水堰を改修するもので

あります。 

 事業の概要は、取水堰を木工沈床から、自然石を鋼鉄製の箱枠に詰め、それを積み上

げる鋼製箱枠堰に替えるものであり、事業費は１，８００万円、工期は平成１８年度単

年度施工の予定であります。以上で、議案第１７４号の説明を終わります。  

 次に、議案第１７５号  大山町庄内地区集会所条例を廃止する条例について提案

理由の説明をいたします。  

庄内地区集会所として使用しております施設が、県道の拡幅にかかり、撤去する

ことが必要になったため、本条例を廃止するものであります。  

本集会施設は昭和３４年に旧庄内保育所として建築され、その後保育所の移転と

ともに、集会施設として使用されていたものでありますが、老朽化が進み、また、

昨年ちかくに住民が利用する施設も建築されたため、利用率も低下しており、撤去

しても問題は生じないものと思われます。  

 なお、施行日は公布の日としております。以上で議案第１７５号の提案理由の説

明を終わります。  
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 次に、議案第１７６号  平成１７年度大山町一般会計補正予算（第５号）につい

て提案理由のご説明を申し上げます。  

 本案は、普通交付税の追加交付、国・県補助金の額の確定、土地売り払い収入の

増額、地方債の額の追加及び変更のほか、事業計画の変更、債務負担行為補正等に

より、現時点での財政見通しに変更が生じましたので、歳入歳出予算の過不足を調

整するため提案するものであります。  

 この補正予算（第５号）は、既定の歳入歳出予算の総額に、８，０９４万３，０

００円を追加し、歳出予算の総額を１０４億６１１万８，０００円といたしており

ます。 

 次に、第１表を歳入から各款をおってご説明申し上げます。  

第３５款地方交付税の５，６８５万９，０００円の増額は、普通交付税の追加交

付によるものであります。  

第４５款分担金及び負担金の１６５万４，０００円の増額は、第５項分担金、第

３０目農林水産業費分担金の単県農業農村整備事業分担金であります。  

第５５款国庫支出金の１６５万４，０００円の増額の主なものは、第１０項国庫

補助金の街なみ助成事業補助金１００万円であります。  

第６０款県支出金の３，２７９万６，０００円の減額の主なものは、第１０項県

補助金で、合併支援交付金２，６０１万６，０００円の減額、特別医療費補助金５

０３万６，０００円の増額、二十世紀梨再生促進事業補助金２５１万５，０００円

の増額、単県農業農村事業補助金４１３万５，０００円の増額、大山地区芝グラウ

ンド整備支援事業補助金１，７１５万円の減額と、第１５項委託金の衆議院議員選

挙費２８６万円の減額を調整したものであります。  

第６５款財産収入の３１１万２，０００円の増額は、第５項財産売払収入の主要

地方道名和岸本線改良工事にともなう庄内小学校用地売払１１０万６，６４０円と

阿弥陀川廃川敷を株式会社ファミリーへ払い下げすることにともなう土地売払収入

２００万６，０００円であります。  

第８５款諸収入の１，８３４万６，０００円の増額の主なものは、第２５項雑入

の主要地方道名和岸本線改良工事にともないます庄内地区集会所移転補償費９５８

万及び庄内小学校フェンス移転補償費３８５万５，０００円、国道９号道路拡幅に

ともなう御来屋東区防火水槽移転補償費４００万３，０００円のそれぞれ増額によ

るものであります。  

 第９０款町債の３，２２０万円の増額は、第５項町債の情報通信基盤整備事業債

２，９２０万円の増額と自然災害防止事業債３００万円の追加によるものでありま

す。 

そのほか、農免農道整備事業、給食センター新築事業において、起債名の変更を
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いたしております。  

 次に歳出についてご説明申し上げます。  

第１０款総務費の８５３万５，０００円の増額の主なものは、第５項総務管理費

の一般管理費で行財政改革審議会委員報酬１４万２，０００円、新町の町旗の制作

費２３万９，０００円、財産管理費では歳入でご説明いたしました主要地方道名和

岸本線改良工事にともないます庄内地区集会所解体工事費４４０万円を追加計上い

たしております。  

第１０項徴税費では、町税更正還付金１００万円と町税等徴収嘱託職員賃金１０

０万７，０００円を増額いたしております。  

第２０項選挙費では、衆議院議員選挙費委託金の額の確定にともない２８６万減

額いたしております。  

第１５款民生費では３，１８５万５，０００円の増額であります。その主なもの

といたしまして、第５項社会福祉費の社会福祉総務費で、特別医療費１，００７万

３，０００円の増額、老人福祉費で外出支援サービス委託料１７５万６，０００円、

高齢者居住環境整備事業補助金１２０万８，０００円のそれぞれ増額、介護保険事

業特別会計繰出１，０３８万３，０００円の増額、第１０項児童福祉費の保育所費

では、所子保育所吹付けアスベスト除去のための工事費１８０万円を計上いたして

おりましたが、成分分析の結果、アスベストは検出されませんでしたので、これを

減額し、新たに、平成１８年度の入所予定園児数の増加にともない。1 クラス増設す

るための経費２３９万４，０００円と逢坂保育所食器消毒保管庫購入費６３万２，

０００円を追加計上いたしております。  

第２０款衛生費の６３７万７，０００円の増額の主なものは、第５項保健衛生費

の予防費で、老人保健特別会計繰出金２９９万２，０００円の増額、第１０項清掃

費では、平成１４年度に収集処理業務を停止しております大山焼却場の解体工事事

前調査委託料８５７万９，０００円を減額し、同施設の屋根修繕料１５０万５，０

００円を追加計上いたしております。  

これは、現在国において、焼却施設の解体費用の交付金化が検討されております

ので、この動向を見極めながら対処する考えでありますが、現在焼却施設の屋根の

雨漏りが生じ、汚水の流出が憂慮されますので、応急的に補修するものであります。  

 第３０款農林水産業費の１，７８５万４，０００円の増額は、第５項農業費の農

業振興費で、二十世紀梨再生促進事業補助金２８２万６，０００円を事業量の増に

より増額するものであります。  

農地費では、旧名和地区の大塚・中村、旧大山地区の上万、門野集落において単

県農業農村整備工事を取り組むための経費７２２万４，０００円と農業集落排水事

業特別会計繰出金１５０万円を増額いたしております。  
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農業施設運営費では、名和農業者トレーニングセンター下水道管修繕料ほか２６

０万９，０００円を増額いたしております。  

第３５款商工費は、２，９７１万７，０００円の減額でありますが、その主なも

のは、第５項商工費の観光費で、大山地区芝グラウンド整備支援事業補助金３，４

３０万円の皆減と、企業誘致費で高田工業団地にあります株式会社ファミリーへ売

却いたします用地の分筆測量業務委託料２００万６，０００円であります。  

第４０款土木費の１５１万５，０００円の増額の主なものは、第１０項道路橋梁

費の道路維持費で補修用原材料費１００万円の増額であります。道路新設改良費で

は、町道報国羽田井線に係る事業費の組み替えを行っております。  

第４５款消防費の５０５万円の増額の主なものは、相次ぐ火災の発生によります

消防団員の出動手当９４万円と、歳入でもご説明をいたしましたが、国道９号道路

拡幅にともないます御来屋東区防火水槽移転工事費１２７万３，０００円、原材料

費２７３万円であります。  

第５０款教育費の３，９４５万６，０００円の増額のその主なものは、第５項教

育総務費の教育振興費で、名和小学校統合に係る通学用バス 1 台分の購入費１，４

６６万円、第１０項小学校費の学校管理費で、同じく小学校統合に関連し庄内小学

校仮設校舎建設及び下水道接続工事費１，６４９万円、庄内、名和、光徳の３小学

校の閉校式実行委員会補助金１４０万円であります。  

第６０款災害復旧費１万８，０００円の増額は、平成１７年７月１日の梅雨前線

豪雨により発生いたしました町道滝坂線公共土木施設災害復旧補償費であります。  

第２表では、地方道路臨時交付金事業町道末長押平線の債務負担広域期間及び限

度額を平成１７年度から平成１８年度までの２億６，５００万円と新たに定めてお

ります。 

以上で、議案第１７６号の提案理由の説明を終わります。  

○議長（鹿島   功君）  ここで暫時休憩したいと思います。再開は３時３５分に

再開します。 

午後３時２４分 

────────────────・───・────────────────  

午後３時３７分 

○議長（鹿島  功君） 再開いたします。続いて町長の説明を求めます。  

○町長（山口  隆之君）  それでは議案第１７７号  平成１７年度大山町住宅新築

資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について提案理由の説明をいたします。  

本案は、貸付金の繰上償還が行われたことに伴い、既定の歳入歳出予算の総額に、

歳入歳出それぞれ３３１万２，０００円を追加し、歳入歳出の総額を６，４３７万

円とするものであります。  
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補正内容について、歳入から説明をいたします。  

第２０款  諸収入３３１万２，０００円は貸付金元利収入の増によるものであり

ます。 

次に歳出について説明をいたします。  

第１０款  公債費３３１万２，０００円の増額は、元金償還金及び利子償還金の

変更によるものであります。  

以上で議案第１７７号の提案理由の説明を終わります。  

 次に、議案第１７８号、平成１７年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について提案理由の説明をいたします。  

事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４，０８４万円を追加し、

歳入歳出の総額を２０億４，２８５万５，０００円とするものであります。  

歳入におきまして、第１５款国庫支出金６７４万５，０００円の増は、一般被保

険者に係る療養費、高額療養費の増によるものであります。  

第２０款  療養給付費等交付金３，１８０万８，０００円の増は、退職被保険者

に係る療養給付費、療養費の増によるものであります。  

第２５款  県支出金１０６万８，０００円の増は、一般被保険者に係る療養費、

高額療養費の増によるものであります。  

第５０款  繰越金１２２万１，０００円の増は、前年度の実績により、増額する

ものであります。  

歳出におきまして、第５款  総務費１２２万８，０００円の増は、主に一般消耗

品費の増によるものであります。  

第１０款  保険給付費４，２５４万５，０００円の増は、一般被保険者に係る療

養費、高額療養費、及び退職被保険者に係る療養給付費、療養費の増によるもので

あります。 

第２０款  介護納付金３４５万８，０００円の増は、額の確定によるものであり

ます。 

第２５款  共同事業拠出金１４４万円の増は、今後の支出見込みによるものであ

ります。 

第４５款  諸支出金３０万円の増は、一般被保険者に係る保険税還付金の増によ

るものであります。  

第９０款 予備費を８１３万１，０００円減額し、財源調整をいたしております。  

以上で議案第１７８号の提案理由の説明を終わります  

 議案第１７９号、平成１７年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第

２号）について提案理由の説明をいたします。  

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額４億８，１５０万８，０００円に歳入歳出そ



 74 

れぞれ１９８万３，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億８，３

４９万１，０００円とするものであります。  

 歳入から説明をいたします。第３０款  繰越金１９８万３，０００円であります。  

 次に歳出について説明をいたします。  

第５款 総務費１５６万円（名和診療所）、第１０款  医業費４２万３，０００円  

（大山口診療所）を計上いたしております。  

以上で議案第１７９号の提案理由の説明を終わります。 

 次に、議案１８０号  平成１７年度大山町老人保健特別会計補正予算（第１号）

について、提案理由の説明を申しあげます。 

本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，９４７万６，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２３億７，５９８万９，０００円とするもの

であります。 

歳入から説明をいたします。この補正予算は、年度内の医療給付費、医療費支給

費及び老人高額医療費の不足が見込まれるため、増額補正いたすものであります。  

第５款  支払基金交付金２，１５３万８，０００円の増は、医療費の増額に対し

て交付されるものであります。  

第１０款  国庫支出金１，１９５万７，０００円の増は、医療費の増に伴う国庫

支出金であります。  

第１５款  県支出金２９８万９，０００円の増は、医療費の増に伴う県支出金で

あります。 

第２０款  繰入金２９９万２，０００円の増は、医療費の町負担分を一般会計か

ら繰り入れするものであります。  

次に歳出について説明をいたします。  

第５款  医療諸費３，９４７万６，０００円の増は、今後必要な医療給付費、医

療費支給費及び老人高額医療費を増額するものであります。  

以上で議案第１８０号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１８１号 平成１７年度大山町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について、提案理由の説明をいたします。  

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額１５億６，９３４万５，０００円に歳入歳出

それぞれ５，２１５万８，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１６

億２，１５０万３，０００円とするものであります。  

歳入から説明をいたします。  

第１５款  国庫支出金２，２２０万２，０００円、２０款  支払基金交付金１，

４０７万７，０００円、２５款  県支出金５４９万６，０００円、３０款繰入金１，

０３８万３，０００円であります。これは保険給付費の増額並びに制度改正による
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介護保険システム改修の増額計上をいたしております。  

次に歳出について説明をいたします。  

第５款  総務費６５７万３，０００円は１８年４月制度改正のシステム改修、主

治医意見書料の増加、第１０款  保険給付費４，３９９万３，０００円は１７年１

０月制度改正による増額並びに在宅サービス費の増額計上いたしております。  

以上で議案第１８１号の提案理由の説明を終わります。   

次に、議案第１８２号  平成１７年度大山町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）について提案理由の説明をいたします。  

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額４，２２２万４，０００円に歳入歳出それぞ

れ１０万円を増額して、歳入歳出の総額をそれぞれ４，２３２万９，０００円とす

るものであります。  

歳入から説明をいたします。第５款  サービス収入１０万円であります。  

 次に歳出について説明します。  

第５款 総務費１０万円は、平成１７年１０月介護保険の制度改正よる増額であ

ります。以上で議案第１８２号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１８３号  平成１７年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第３号）について提案理由の説明をいたします。  

 本案は既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２８４万５，０００円を

追加し、歳入歳出の総額を１０億７５７万７，０００円とするものであります。  

 補正の内容について歳入から説明します。  

 第２５款  繰入金の１５０万円は施設修繕のために一般会計から繰り入れするも

のであります。 

 第３５款  諸収入の１３４万５，０００円は清原末長処理区の落雷被害に対する

災害共済金であります。  

 次に歳出について説明をいたします。  

 第５款 事業費の２８４万５，０００円の増額は農業集落排水施設の修繕費の増

額によるものであります。第２目  農業集落排水施設整備費には金額の追加はあり

ませんが、水道管移転補償費の減額と工事請負費の増額等で節の支出区分の変更を

行っています。第１０款  公債費の金額の追加はありませんが、実績見込みにより

利子部分を減額し、同額を元金償還額に追加しております。以上で議案１８３号の

提案理由の説明を終わります。       

議案第１８４号 平成１７年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

について、提案理由の説明をいたします。  

 本案は既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５，０２９万４，０００

円を追加し、歳入歳出の総額を１１億３ ,８７２万８，０００円とするものでありま
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す。 補正の内容について歳入から説明します。  

 第５款 分担金及び負担金の２７０万円の追加は名和処理区の加入分担金を見込

んでおります。 

第１０款  使用料及び手数料の９万４，０００円の追加は逢坂処理区の下水使用

料を見込んでおります。  

 第３５款  町債の４ ,７５０万円の追加は下水道事業費に充当するため借り入れ

するものであります。  

 次に歳出について説明します。  

 第５款 事業費の５,０２４万４，０００円増額の主なものは工事設計委託費、管

路工事費の増額と水道管移転補償費の減額等を調整しております。  

 第１０款  公債費の金額の追加はありませんが、実績見込みにより利子部分を減

額し、同額を元金償還額に追加をいたしております。以上で議案１８４号の提案理

由の説明を終わります。  

 次に、議案第１８５号  平成１７年度大山町風力発電事業特別会計補正予算第３

号について、提案理由の説明をいたします。  

本案は、平成１６年度分消費税の確定申告に基づく還付税額の確定にともない、

予算執行見直しをいたしましたところ歳入歳出予算を調整する必要が生じたため提

案するものであります。  

この補正予算第３号は、既定の歳入歳出予算の総額に、６３３万８，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を４，０６０万２，０００円とするものであります。  

歳入第１５款  諸収入６３３万８，０００円の追加は、平成１６年度分消費税の

還付金であります。  

歳出の第５款  総務費３４万円の減額は、臨時点検に要する賃金５万３，０００

円と消費税額の確定にともなう公課費３０万円が主なものであります。  

第１５款  予備費６６８万７，０００円の追加は、財源調整によるものでありま

す。以上で、議案第１８５号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１８６号 平成１７年度大山町温泉事業特別会計補正予算（第２号）

について、提案理由の説明をいたします。  

   本案は、既定の歳入歳出予算の総額４，１６４万８，０００円に歳入歳出それぞ

れ３０万円を増額して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４，１９４万８，０００円

とするものであります。  

補正内容について歳入から説明をいたします。  

第１５款 諸収入３０万円の増額は落雷被害保険給付金であります。  

次に歳出について説明をいたします。  

第５款  温泉館費、第５項温泉館運営費、第１目温泉館運営費でございますが、
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需用費の内、備品等修繕料８０万円の増額であります。主な内訳は落雷被害の修繕、

排水管漏水の補修、ブロワーポンプの取り替え等であります。公課費５０万円の減

額は、支払消費税の減に伴うものであります。以上で議案第１８６号の提案理由の

説明を終わります。  

次に、議案第１８７号  平成１７年度大山町宅地造成事業特別会計補正予算（第

２号）について、提案理由の説明をいたします。  

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額５，３２６万６，０００円に歳入歳出それぞ

れ３３万円を増額して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５，３５９万６，０００円

とするものであります。  

歳入から説明をいたします。  

第１５款 繰越金３３万円は前年度繰越金であります。  

次に歳出について説明いたします。  

第５款  宅地造成事業費の３３万円は、販売促進用の広告印刷代１９万円と新聞

折込手数料１４万円を計上しております。以上で議案第１８７号の提案理由の説明

を終わります。  

 議案第１８８号  平成１７年度大山町水道事業会計補正予算（第３号）について

提案理由の説明申しあげます。  

本案は、収益的収入及び支出、及び資本的収入及び支出を補正するものでありま

す。 

まず、収益的収入及び支出の営業外収益の補助金３１１万７，０００円の減額と

資本的収入及び支出の収入、補助金３１１万７，０００円の増額でありますが、一

般会計からの企業債元利償還金の補助のうち元金償還にかかる補助分も収益的収入

に予算計上していたため、このたび組み替えを行うものであります。  

次に、収益的収入及び支出の営業費用５７万２，０００円の増額でありますが、

中山地区の第６水源地の予備ポンプが故障し取り替えしたため、故障したポンプの

除却を行うものであります。  

続いて資本的収入及び支出の建設改良費７２万５，０００円の増額でありますが、

中山地区の第６水源地のポンプ交換の費用を計上いたしております。  

以上で、議案第１８８号の提案理由の説明を終わります。以上で終わります。  

────────────────・───・─────────────────  

 追加日程第１ 地方行政調査特別委員会の調査結果の報告について  

○議長（鹿島  功君）  お諮りします。先日実施しました地方行政調査特別委員会

の報告を日程に追加し、追加日程第１として委員長の報告を受けたいと思います。

ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」の声あり〕  
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○議長（鹿島  功君）  異議なしと認めます。地方行政調査特別委員会の調査結果

の報告を日程に追加し、追加日程第１とし、委員長の報告を受けることに決定しま

した。委員長の報告を求めます。地方行政調査特別委員長、森田増範君。  

○地方行政調査特別委員長（森田  増範君）  地方行政調査特別委員会の委員長と

して、先般調査研究いたしました。その報告をいたします。  

 別紙のとおり、報告書を用意しておりますので、ご覧いただきたいと思います。調査

の実施日は、平成１７年１１月９日から１１日までであります。調査地及び調査事項、

まず目的でありますが、一つは新多目的交通システムの調査研究であります。これは、

福島県小高町であります。商工会が実施しております小高ｅ―まちタクシーの実態の調

査でございます。もう一つはトータルケアの調査研究、福島県西会津町であります。参

加対象は議員全員であります。  

 調査研究の概要につきましては、報告書の中身をご参照願いたいと思いますが、まず

目的であります。新多目的交通システムの調査研究についての目的であります。新しい

大山町では現在、旧名和町におきまして町営の巡回バスが運行されております。今後、

全町への移行等について、今後の課題として浮上して参ります。この調査研究を行った

ところでございます。  

 内容につきましては、報告書の通り概要を整理しておりますので、ご覧頂きたいと思

います。  

 次に、二つめのトータルケアの調査研究についてであります。目的、高齢化率の高ま

りと共に、医療介護費等が増大する傾向にあります。我が町にありまして、保健、医療、

福祉の連携を強化したトータルケアの町づくりを全国に先駆けて取り組んでいます西会

津町の先進事例を調査研究し、今後に生かすために調査研究をいたしました。特に、西

会津町につきましては、年間で２５０ほどの全国から先進事例という形で視察を受け、

一週間に二日だったと思いますが、その限定の中で調査日を定め、研修をし、調査研究

してまいったところでございます。中身につきましては、報告書のとおり、その概要を

整理しまとめておりますので、ご覧いただきたいと思います。  

それぞれの調査研究いたして参りました要綱につきまして、今後新しくスタートしま

した大山町の取り組みの、それぞれの取り組みの中での、一つ一つの場面でその調査研

究をしてきました事例を基に生かしたいと思いますし、また議員各位、それぞれが多大

な時間をかけて調査いたしておりましす事項でございます。それぞれの思いの中でこれ

からの町政に繁栄できるものと期待しておるところでございます。以上、報告を終わり

ます。  

○議長（鹿島 功君） これで、地方行政調査特別委員会の調査結果の報告を終わりま

す。  

────────────────・───・─────────────────  
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散会報告  

○議長（鹿島 功君） 以上で、本日の日程は終了しました。  

次会は、明日、７日に会議を開きますので、９時３０分までに本議場に集合して

ください。本日は、これで散会します。ごくろうさまでした。    

午後４時散会 

────────────────・───・─────────────────  


